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精神疾患とその治療

問題 ８４ 正答 ３

１ 誤り。大脳半球の表面には，複雑に走る長短さまざ

まな溝がみられる。これらを大脳溝と呼び，溝に挟ま

れた隆起を大脳回という。大脳外側面の半球上縁のほ

ぼ中央部から前下方に走り，外側溝の近くで終わる大

脳溝を中心溝と呼ぶ。中心溝は前頭葉と頭頂葉，並び

に運動野と感覚野を分ける脳溝である。前頭葉と側頭

葉の境界ではないため，選択肢は誤りである。中心溝

の前方すぐ，前頭葉側の大脳回を中心前回と称し，こ

れが機能的に運動野に相当する。中心溝の後方すぐ，

頭頂葉側の大脳回を中心後回と称し，同様に感覚野に

相当する。

（『新・精神保健福祉士養成講座①精神疾患とその治療（第２版）』中
央法規出版，２０１６年（以下『精神疾患とその治療』中央法規出版），
p．１３）

２ 誤り。運動野と感覚野の境界は上記のように中心溝

であるため，選択肢は誤りである。大脳半球の外側面

のほぼ中央部で，前下方から後上方に走る深い大脳溝

を外側溝（シルビウス裂）と呼ぶ。外側溝の下方が側

頭葉，前上方が前頭葉，後上方が頭頂葉である。した

がって，外側溝は前頭葉・頭頂葉と側頭葉の境界であ

る。なお，外側溝はヒトの脳の発生において，最も初

期に形成される脳溝の１つである。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１４）

３ 正しい。脳神経は脊髄を経由することなく，脳から

直接発する末梢神経であるため，選択肢は正しい。脳

神経は，左右１２対あり，頭側から分岐順に番号が付け

られている。その最初の２つ，すなわち第Ⅰ脳神経（嗅

神経）と第Ⅱ脳神経（視神経）は直接大脳から発し，

その他（第Ⅲ～第�脳神経）は脳幹から発している。
（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１５）

４ 誤り。末梢神経は，中枢神経と身体各部位を連絡し

ており，その機能から筋や皮膚を支配する体性神経系

（脳神経と脊髄神経）と，内臓や血管を支配する自律

神経系に区分される。この中で，脊髄神経は解剖学的

に脊髄から発する末梢神経である。よって，選択肢は

誤りである。一方，脳神経は，上記のように脳から直

接発する末梢神経である。なお，中枢神経は脳と脊髄

からなっている。また，末梢神経のうち体性神経系

は，中枢から末梢へ信号を伝える運動神経と，末梢か

ら中枢へ信号を伝える感覚神経に分けられる。さら

に，自律神経系は交感神経と副交感神経からなり，そ

の上位中枢は視床下部及び延髄に存在する。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１５）

５ 誤り。小脳は脳幹の背側部に位置し，筋の共同運

動，筋緊張，平衡感覚などをつかさどっている。脳幹

は頭側から中脳，橋，延髄よりなる。小脳は上小脳

脚，中小脳脚，下小脳脚を通してそれぞれ中脳，橋，

延髄とつながり，大脳とは直接の線維連絡は有さな

い。よって，選択肢は誤りである。脳幹は頭側で間脳

（視床，視床下部などから構成される）に，尾側で脊

髄につながっている。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１２）

問題 ８５ 正答 ５

１ 誤り。自閉スペクトラム症という名称は，２０１３年に

米国精神医学会が作成した診断基準DSM―５（精神疾

患の診断統計マニュアル第５版）で正式に登場したも

ので，DSM―Ⅳ及びICD―１０の広汎性発達障害に相当

すると考えてよい。したがってその疫学的知見も，

DSM―ⅣやICD―１０をもとにした調査に準拠してよい

ものと思われる。広汎性発達障害，及びその代表的な

診断区分である自閉性障害（小児自閉症）は，男性に

多くみられ，男女比は３～４対１という報告が多い。

よって選択肢は誤りである。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１９９）

２ 誤り。DSM―５では，自閉スペクトラム症は，Ａ：

社会的コミュニケーション及び対人的相互反応におけ

る持続的な欠陥，Ｂ：行動，興味，または活動の限定

された反復的な様式を併せもち，しかもそれが発達早

期に存在している神経発達障害としている。しかしこ

れらの特徴には，発達とともに改善されるものもあれ

ば，よりいっそう目立ってくるものもあり，また青年

期以降，二次障害も加わりやすい。したがって，症状

は決して固定されたものではない。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．２００，『カプラン臨床精神
医学テキスト――DSM―５診断基準の臨床への展開（日本語版第３
版）』メディカル・サイエンス・インターナショナル，２０１６年（以下
『カプラン臨床精神医学テキスト』MEDSi），p．１２９５）

３ 誤り。歴史的に自閉症は，精神病（統合失調症）の

最早期発症型と考えられた時代もあったが，現在では

両疾患の直接の関連は否定的である。青年期以降に統

合失調症を合併する可能性もあるが，決してその確率

が高いわけではない。よって選択肢は誤りである。
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（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１９８，『カプラン臨床精神
医学テキスト』MEDSi，p．１２９２）

４ 誤り。注意欠如・多動症（注意欠陥／多動性障害）

は，不注意，多動性，衝動性の目立つ障害であり，

DSM―５では，これらの症状が，社会的，学業的，ま

たは職業的機能を損なわせている，ないしは低下させ

ていることを診断の前提としている。なお，多動性に

関しては，青年期になるとあまり目立たなくなること

が多いようであるが，その場合でも不注意や落ち着き

のなさ，衝動性に関しては残存しやすいという。よっ

て選択肢は誤りである。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．２０５，『カプラン臨床精神
医学テキスト』MEDSi，p．１３１６）

５ 正しい。注意欠如・多動症（注意欠陥／多動性障害）

では，薬物療法が行われることが少なくない。現在日

本で使用されている薬物は，メチルフェニデートやア

トモキセチンであり，一定の効果が得られている。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．２０５）

問題 ８６ 正答 １

１ 正しい。保続とは，思考が１つのことにこだわって

先に進まず，新しい話題に転じにくい症状を指し，特

に前頭葉の障害と関連する。認知症や脳血管障害など

の器質性精神障害で出現しやすく，以前あるいは直前

に行った課題を繰り返したり，止められない状態がし

ばらく続く。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．４７）

２ 誤り。振戦せん妄とは，アルコール依存症の離脱症

状で，断酒後２～３日後に現れ，全身に強い振戦とせ

ん妄を起こす急性精神病状態を指す。断酒後１日以上

経過して生じ，３～４日でピークを迎え，１週間程度

で改善する。したがって，統合失調症との直接の関連

はない。ちなみにせん妄とは，意識の混濁に加えて

種々の錯覚や幻覚（妄想を伴うことがある），精神運

動性障害（寡動や多動），睡眠・覚醒周期の障害，さ

らには感情の障害（不安，恐怖，焦燥など）が認めら

れる状態である。せん妄は器質性の精神障害で生じや

すく，やはり統合失調症との直接の関連はない。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．４４，p．１０４）

３ 誤り。観念奔逸は，躁病においてみられる思考の障

害であり，次から次へと考えが展開していく点に特徴

がある。一般に爽快気分や行為促迫を伴い，その結果

全体として適切な判断が困難となる。別人格の出現が

みられやすいのは，解離性障害（多重人格障害）であ

る。多重人格障害でも，思考全体の一貫性がなくなる

ことはあるが，観念奔逸とはその心理機制が異なる。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．４９）

４ 誤り。思考の制止（思考抑制）とは，思考のテンポ

が全体的に遅く，渋滞する症状を指し，うつ病でみら

れやすい。幻聴などによって思考が先に進まなくなる

症状は，思考途絶と呼ばれ，統合失調症で認められ

る。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．４７）

５ 誤り。コルサコフ症候群とは，アルコール依存など

の際にみられる慢性健忘症候群で，見当識障害，記憶

障害，作話を特徴とする。健忘では，前向性及び逆行

性健忘がみられ，とくに過去の記憶を想起できなくな

る。作話に関しては，自発的なものというよりも，記

憶の欠損を埋めるために出現する傾向がある。また見

当識に関しては，主に時間と場所の障害が目立つ。統

合失調症のいわゆる慢性期には，感情の平板化，意欲

の欠如などの陰性症状がみられやすく，重篤な場合に

はまとまりのない会話（連合弛緩，言葉のサラダ）も

認められるが，慢性健忘症候群が出現することは基本

的にない。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．５３，p．１２１）

問題 ８７ 正答 ４

部下や同僚への対応に日常的に苦慮し，慢性的なスト

レスの蓄積から，管理監督者が気分障害（うつ）を発症

した例と考えられる。職場のメンタルヘルス（産業保健）

の現場で最近目立っているパターンで，産業医や産業保

健総合支援センターへの相談例として数多く経験される

事例ともいえる。この事例では，早朝覚醒・決断困難・

思考抑制・食欲不振・易疲労感・興味の喪失がみられて

おり，うつ病の診断基準を満たす（ICD―１０，DSM―５）。

うつ病患者の治療においては，顕在化していなくとも，

当疾患に特徴的なほかの症状もおさえて，注意深く対応

する必要がある。

１ 適切でない。極端な睡眠欲求の減弱とは，「寝てい

る時間なんてもったいない！」と深夜まで活動がとま

らない状態で，躁状態でみられるものである。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１４５）

２ 適切でない。慢性的な空虚感やそれにともなう激し

く不安定な対人関係は，境界性パーソナリティ障害

（Borderline Personality disorder）でみられやすい

症状である。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１８３）

３ 適切でない。誇大妄想は，「私にはできないことは

２



何一つない」「私は全知全能で極めて有能である」な

ど，あり得なく誇張された内容の妄想であり，主とし

て統合失調症などの精神病圏の障害や，双極性障害の

躁病相で現れる。躁病相においては，誇大妄想と関連

した逸脱行動もみられやすく，治療上注意が必要であ

る。この事例では，双極性障害も考慮に入れなければ

ならないが，現時点ではうつ病相にあること，ほかの

精神疾患の既往もないことから，選択肢は適切でない。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１４４）

４ 適切。自殺はうつ状態で特に注意を要する症状であ

る。自殺することを考える，自殺したいと考える希死

念慮（自殺念慮）と，実際に自殺行為を行う自殺企図

があるが，いずれも要注意である。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１４１）

５ 適切でない。被害妄想は，そのような事実がないに

もかかわらず，自分が何者かに被害を受けている（狙

われる，邪魔される，監視される，殺されるなど）と

確信するもので，統合失調症や精神作用物質による精

神病性障害などでみられ，その恐怖から自宅や自室へ

の閉居がしばしばみられる。気分障害でも念慮や妄想

が出現し得るが，その多くは微小妄想である。ちなみ

に微小妄想には，貧困妄想（「自分は財産を何ももっ

ていない，一文なしだ」），罪業妄想（「取り返しのつ

かない過ちを犯した」），心気妄想（「重大な病気に罹っ

ている，もう治らない」）が含まれる。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１３８）

問題 ８８ 正答 ３，５

１ 誤り。認知症の中核症状は，記憶，思考，見当識，

理解，学習能力，言語，判断を含む高次脳機能の障害

である。一方，選択肢にある幻覚や妄想，徘徊などは，

中核症状に伴う行動心理学的症候（BPSD；behavioral

and psychological symptoms of dementia）に含まれ

る精神症状である。よって選択肢は誤りである。なお

BPSDでは，行動症状として，①焦燥・不穏や徘徊な

どの活動的な障害，②攻撃性，③食欲・摂食障害，④

概日リズム障害，⑤社会的に不適切な行動が，また精

神症状として，①うつ症状などの感情障害，②アパ

シー，③妄想と誤認性症候群，④幻覚が知られている。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．７４，山内俊雄，小島卓也，
倉知正佳ほか編『専門医をめざす人の精神医学（第３版）』医学書院，
２０１１年（以下『専門医をめざす人の精神医学』医学書院），pp．２８４～
３１７）

２ 誤り。血管性認知症では，記憶力の低下が進行して

もなお，理解力や判断力，人格がしっかりと保持され

ていることが多い。よって選択肢は誤りである。また

血管性認知症では，血管障害の再発に伴って病状が段

階的に進行していく傾向がある。そのため，血管障害

の部位や程度によって認知能力の低下に大きなムラが

生じやすい点も特徴である。

（『専門医をめざす人の精神医学』医学書院，pp．２８４～３１７）

３ 正しい。軽度認知障害（mild cognitive impairment；

MCI）とは，認知症の診断基準を満たさないが，認知

機能障害を自覚的・他覚的に認める状態を指す。この

状態は，アルツハイマー病（アルツハイマー型認知

症）の前駆状態とされている。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．７６，『専門医をめざす人の
精神医学』医学書院，pp．２８４～３１７）

４ 誤り。ピック病（前頭側頭型認知症）では，初期よ

り前頭葉の障害が目立ち，緩徐に進行する性格の変化

と社会的機能の低下に特徴がある。よって選択肢は誤

りである。なお，ピック病における記憶障害は，通常

社会的及び行動上の徴候に遅れて出現する。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．８０，『専門医をめざす人の
精神医学』医学書院，pp．２８４～３１７）

５ 正しい。びまん性レビー小体病（レビー小体型認知

症）では，パーキンソン病で認められるレビー小体

が，黒質にとどまらず大脳皮質などにもびまん性に分

布する。その特徴は緩徐に進行する認知症とパーキン

ソン症状，及び具体的な内容の幻視が繰り返しみられ

る点にある。よって選択肢は正しい。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．７８，『専門医をめざす人の
精神医学』医学書院，pp．２８４～３１７）

問題 ８９ 正答 ２

１ 誤り。SDS（self-rating depression scale；自己評価

うつ病尺度）は，気分の検査である。知的障害には知

能検査が主に適用されるため，選択肢は誤りである。

知能検査は言語性，動作性，全検査の各IQ指数を算

出するウェクスラー式知能検査が代表的なものであ

る。成人（１６～８９歳）用はWAIS（Wechsler Adult In-

telligence Scale）と呼ばれ，その小児版が５～１６歳を

対象とするWISC（Wechsler Intelligence Scale for

Children）である。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．６６，p．６９）

２ 正しい。SCT（Sentence Completion Test；文章完

成検査）は性格検査である。性格検査はパーソナリティ

障害に適用されるため，選択肢は正しい。性格検査は

投影法と質問紙法に分けられる。投影法は図版や絵，

未完成な文章などから感じたままを表現させ，人格像

精神疾患とその治療
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の深層をみる。SCTはその１つで，出だしのみが記載

された未完成な文章に続く，あとの文章を完成しても

らう検査法である。ほかの投影法としてロールシャハ

テスト，TAT（thematic apperception test；絵画統

覚検査），P-F Study（picture-frustration study；絵画

－欲求不満検査），バウムテストなどがある。質問紙

法には，５５０項目からなるMMPI（Minnesota Multi-

phasic Personality Inventory；ミネソタ多面人格目

録），１２０項目からなるYG（矢田部－ギルフォード）

性格検査などがある。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．６８）

３ 誤り。MMPIは，上記のように性格検査である。失

語・失行・失認には神経心理学的検査が主に適用され

るため，選択肢は誤りである。神経心理学的検査には

病態に応じて以下のように種々のものがある。例え

ば，失語の代表的検査として，標準失語症検査（stan-

dard language test for aphasia；SLTA）やWAB失

語症検査（Western Aphasia Battery），失行に関して

は標準高次動作性検査（Standard Performance Test

for Apraxia；SPTA）があげられる。失認は視覚，触

覚，聴覚などの刺激ごとに定義され，このうち標準的

な検査が準備されているのは視覚失認であり，標準高

次視知覚検査（Visual Perception Test for Agnosia；

VPTA）が相当する。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，pp．６７～６８）

４ 誤り。WAISは上記のように知能検査である。気分

障害には気分の検査が主に適用されるため，選択肢は

誤りである。気分の検査には，抑うつ状態の重症度を

自己評価する前述のSDSや，他者からうつ病の経過を

みるHRS（Hamilton rating scale for depression；ハミ

ルトンうつ病症状評価尺度）などがある。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．６６，p．６９）

５ 誤り。TATは上記のように性格検査である。認知

症にはスクリーニング検査としてのMMSE（mini-

mental state examination；ミニメンタルテスト）や

HDS―R（revised hasegawa’s dementia scale；改訂長

谷川式簡易知能評価スケール）などが主に用いられる

ため，選択肢は誤りである。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．６７，p．６９）

問題 ９０ 正答 ３，５

１ 適切でない。幻覚・妄想状態においては，一般に抗

精神病薬が選択される。現在では第１選択として非定

型抗精神病薬，すなわち第二世代抗精神病薬（リスペ

リドン，アリピプラゾールなど）の単剤投与が多く，

それでも効果がない場合には，ほかの第二世代抗精神

病薬への変更を考える。フェニトインは代表的な抗て

んかん薬であり，抗精神病薬ではない。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，pp．２１６～２１７）

２ 適切でない。躁状態の場合，抗躁薬ないし気分安定

薬（炭酸リチウム，バルプロ酸ナトリウム，カルバマ

ゼピン）が選択される。また，状況に応じて抗精神病

薬（たとえばハロペリドール，クロルプロマジン）が

使用されることも少なくない。イミプラミンは抗うつ

薬（三環系抗うつ薬）であり，抗躁薬や気分安定薬で

はない。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．２２２）

３ 適切。アルツハイマー病は認知症の代表的な疾患

で，記憶，思考，見当識，理解，学習能力，判断など

の障害が中核症状となる。ドネペジル塩酸塩は，この

ような中核症状に対して効果が期待される抗認知症薬

である。現在，抗認知症薬には，このほかにガランタ

ミン，リバスチグミンなどがある。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．２２４）

４ 適切でない。てんかん発作に対しては，抗てんかん

薬が選択される。成人の全般てんかん（強直間代発作，

欠神発作，ミオクロニー発作など）では，第１選択と

してバルプロ酸ナトリウムが推奨される。ちなみに第

２選択としては，強直間代発作ではフェノバルビター

ル，欠神発作ではエトスクシミド，ミオクロニー発作

ではクロナゼパムが推奨されている。成人の部分てん

かんでは，カルバマゼピンが推奨され，そのほかフェ

ニトインなども使用される。なおリスペリドンは抗精

神病薬であり，抗てんかん薬ではない。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，pp．２２３～２２４，日本神経学
会監修『てんかん治療ガイドライン２０１０』医学書院，２０１０年）

５ 適切。パニック障害では，選択的セロトニン再取り

込み阻害薬（Selective Serotonin Reuptake Inhibitor；

SSRI），三環系抗うつ薬，ないしは高力価のベンゾジ

アゼピン系薬物が選択される。このうちSSRIでは，

パロキセチン，フルボキサミンなど，三環系抗うつ薬

ではイミプラミン，クロミプラミン，高力価のベンゾ

ジアゼピン系薬物ではアルプラゾラム，クロナゼパム

などが選択される代表的な薬物である。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１５３，p．２２０）

問題 ９１ 正答 １

１ 正しい。精神科の治療法としての認知行動療法は，

フィラデルフィア大学のベック（Beck, A. T.）によっ

４



て気分障害（うつ）の治療法として創始された。

（「うつ病の認知療法・認知行動療法実施マニュアル」（平成２１年度厚
生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有用性に
関する研究」）（https : //cbtt.jp/reference/materials/manualforexpert.
pdf），『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．２３４）

２ 誤り。認知行動療法は，基本的に急性期の妄想の修

正には用いられない。ただし，統合失調症において

も，慢性期の機能回復を目的に認知行動療法が用いら

れることはあり，その代表がSST（Social Skills Train-

ing）である。SSTでは，妄想に対する認知の仕方や

対応方法の修正も試みられるが，主な対象は慢性期の

患者となるので，選択肢の趣旨とは異なる。

３ 誤り。認知行動療法は，歪曲された認知のあり方に

はたらきかけることで，心理的苦痛や不安，非適応的

な行動パターンを修正しようとする精神療法である。

自由連想法で無意識の世界を扱うのは精神分析的精神

療法である。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．２３０，p．２３３）

４ 誤り。アルコール関連障害では，個人精神療法とし

て認知行動療法，内観療法，森田療法などが用いられ

る。よって選択肢は誤りである。なお，アルコール関

連障害の場合，個人精神療法のみでは治療効果に限界

があるため，集団療法や自助グループへの参加も併せ

て推奨される。自助グループには，断酒会やアルコー

ル依存匿名会（Alcoholics Anonymous；AA）が存在

する。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１０５）

５ 誤り。パニック障害では，破局的解釈の改善のため

認知行動療法が用いられる。思考記録をつけて，認知

の歪みについて治療者と検討して治療を進めてゆく。

このほか，恐怖に対する行動療法として曝露療法が用

いられることもある。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．１５３）

問題 ９２ 正答 ２

１ 誤り。２０１７年（平成２９年）の患者調査において，疾

病分類別入院患者数では，①精神及び行動の障害（２５

万２０００人），②循環器系の疾患（２２万８６００人），③新生

物（１４万２２００人），④損傷・中毒（１３万７７００人），⑤神

経系の疾患（１２万６２００人）の順である。したがって，

精神及び行動の障害の方が循環器の疾患より多い。

（厚生労働省「平成２９年（２０１７）患者調査の概況」）

２ 正しい。２０１７年（平成２９年）の平均在院日数は２６７．７

日であるが，２０１６年（平成２８年）は２６９．９日であるの

で，短縮（減少）している。なお，この２年だけでな

く長期的に減少傾向にある。

（厚生労働省「平成２９年（２０１７）医療施設（静態・動態）調査・病院
報告の概況」）

３ 誤り。疾患別の精神病床入院患者数で最も多いの

は，統合失調症（１６万６０００人）である。気分障害（入

院患者数２万９０００人）は，総患者数および外来患者数

では最多となるが，選択肢は入院患者数を問うものな

ので，誤りである。

（厚生労働省「平成２６年（２０１４）患者調査の概況」）

４ 誤り。疾患別の精神病床入院患者数で統合失調症

（１６万６０００人）は「認知症（アルツハイマー型）」（４万

７０００人）と「認知症（血管性など）」（３万人）の和よ

りも多い。

（厚生労働省「平成２６年（２０１４）患者調査の概況」）

５ 誤り。気分障害の精神病床入院患者数は，２００８年

（平成２０年）から２０１７年（平成２９年）にかけてほとん

ど変化がなく，約３万人である。

（厚生労働省「平成２９年（２０１７）患者調査の概況」）

問題 ９３ 正答 ２

１ 誤り。隔離は「内側から患者本人の意思によっては

出ることができない部屋の中へ１人だけ入室させるこ

とにより当該患者を他の患者から遮断する行動の制限

をいい，１２時間を超えるものに限る」（精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律第３６条第３項の規定に基

づき厚生労働大臣が定める行動の制限（昭和６３年厚生

省告示第１２９号））と規定されている。１２時間を超えな

い隔離については精神保健指定医の判断を要さない

が，その場合にあっても要否の判断は医師によって行

われなければならない。よって，選択肢は誤りであ

る。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．３０８）

２ 正しい。隔離の実施が検討される状況の１つとし

て，身体的合併症を有する患者について，検査及び処

置等のため必要な場合があげられる。よって，選択肢

は正しい。ほかに，自殺企図や自傷行為，暴力や著し

い迷惑行為，器物破壊，不穏や多動，爆発性，患者の

言動が病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合も

あげられる。もちろん，隔離前にほかの手段による可

能な限りの対処が試みられるべきことは言うまでもな

い。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．３０９）

３ 誤り。隔離はあくまで患者本人の医療又は保護を図

る事を目的として行われるものである。周囲の者の安

全と保護の必要性も考慮されるべきではあるが，その

精神疾患とその治療
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場合においても，まずは本人の隔離以外の方法，すな

わち周囲の者自らによる対処が工夫されるべきであ

る。よって，選択肢は誤りである。隔離の実施は隔離

以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難

であると判断される場合に限られている。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．３０８）

４ 誤り。上記のように，隔離は患者１人だけを隔離室

（保護室），個室，あるいは多床室に入室させて，施

錠することにより実施される行動制限である。患者２

人以上を入室させ，施錠することは危険であるため

行ってはならない。なぜなら隔離は，精神症状の影響

によって生じた攻撃性や衝動性，興奮などのため自身

を傷つけたり，他人に害を及ぼしたりする危険が切迫

しているときのやむを得ない介入手段だからである。

よって，選択肢は誤りである。

（『精神疾患とその治療』中央法規出版，p．３０８，p．３１０）

５ 誤り。本人の意思により閉鎖環境の部屋に入室する

こともあり得るが，この場合においては開放処遇の制

限である隔離にはあたらない。よって，選択肢は誤り

である。ただし，自発的意思による入室である旨の書

面を，本人より得ておく必要がある。一般的に隔離

は，安全性へ十分配慮された構造を有する隔離室（保

護室）を用いて行われる。

６
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問題 ９４ 正答 ３

１ 誤り。緩和ケアの対象は生命予後６か月以内の段階

にある人に限定されていないため誤りである。WHO

（世界保健機関）は２００２年に緩和ケアについて「緩和

ケアとは，生命を脅かす疾患による問題に直面してい

る患者とその家族に対して，痛みやその他の身体的問

題，心理社会的問題，スピリチュアルな問題を早期に

発見し，的確なアセスメントと対処（治療・処置）を

行うことによって，苦しみを予防し，和らげること

で，クオリティ・オブ・ライフ（QOL；生活の質）

を改善するアプローチである」と定義している。緩和

ケアは疾患の種類や疾患の進行状況にかかわらない。

（『精神保健福祉士養成セミナー②精神保健学――精神保健の課題と
支援（第６版）』へるす出版，２０１７年（以下『精神保健学』へるす出
版），pp．１６４～１６６）

２ 誤り。全人的苦痛（トータルペイン）とは，身体的

苦痛，精神的苦痛，社会的苦痛，霊的苦痛の４つから

なるため誤りである。身体的苦痛は激しい痛み，その

他の身体症状，それらに伴う日常生活動作の支障を意

味する。精神的苦痛とは死に対するさまざまな精神症

状である。社会的苦痛とは社会的立場や役割の喪失を

意味し，経済的な問題や遺産争い，それまでの人間関

係などである。霊的苦痛とは死に直面することで人生

の意味や価値を振り返ることを意味する。

（『精神保健学』へるす出版，pp．１６４～１６６）

‥３ 正しい。キューブラー・ロス（Kubler―Ross, E.）は，

自身の経験をもとに死を受容するプロセスを示し，

１９６９年に『死ぬ瞬間――死にゆく人々との対話』にま

とめた。死を目前にした場合の心の反応過程は，否認

（受け入れがたく，真実を知るために奔走する），怒

り（神や近しい人，健康な人に怒りが喚起される），

取引（回復することが難しいことを認識し，医師や家

族，神などと取引する），抑うつ（怒りや悲嘆を通し

て落ち込む），受容（平静に自分の死を受け入れる）

の５段階に分けられる。

（山蔦圭輔『心理学・臨床心理学概論（第３版）』北樹出版，２０１５年，
p．１１１）

４ 誤り。選択肢１の解説のとおり，緩和ケアは，患者

だけでなく家族も対象であることから誤りである。

（『精神保健学』へるす出版，pp．１６４～１６６）

５ 誤り。緩和ケアの実践を病気の初期段階から行うよ

うにWHOは言及していることから誤りである。WHO

による「緩和ケアの具体的な実践」の１つには，「病

気の初期段階から，化学療法や放射線療法などの延命

を目指すその他の治療と合わせて行われ，治療や検査

に伴う苦痛な合併症のマネジメントを包含する」とあ

る。

（『精神保健学』へるす出版，pp．１６４～１６６）

問題 ９５ 正答 ３

１ 誤り。児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会

は，各教育委員会の児童生徒指導担当者や，校長・教

頭などの管理職を対象に文部科学省が実施しているも

のである。

（厚生労働省『平成３０年版自殺対策白書』，p．８８）

２ 誤り。「第４ 自殺総合対策における当面の重点施

策」「５ 心の健康を支援する環境の整備と心の健康

づくりを推進する」の「�学校における心の健康づく
り推進体制の整備」には，学校は教育委員会ではなく

地域と連携し，児童生徒のSOSを受け止めることがで

きる身近な大人を地域に増やすための取組を推進す

る。また，保健室やカウンセリングルーム等を開かれ

た場として，養護教諭等による健康相談，スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置や

常勤化に向けた学校の相談体制の充実を図ることとさ

れている。

（厚生労働省「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのな
い社会の実現を目指して～」２０１７年（以下「自殺総合対策大綱」），
p．１８）

３ 正しい。「第４ 自殺総合対策における当面の重点

施策」には，若者は自発的に相談や支援につながりに

くい傾向がある一方で，インターネットやSNS上で自

殺をほのめかしたり自殺手段を検索したりする傾向が

あり，従来の自宅への訪問や街頭での声がけでは支援

につながらないため，ICT（情報通信技術）を活用し

たアウトリーチ策を強化することとされている。

（「自殺総合対策大綱」，p．２４，p．２８）

４ 誤り。インターネット上の自殺関連情報対策の推進

には，厚生労働省，警察庁，総務省，文部科学省，経

済産業省がかかわっている。選択肢のインターネット

上の自殺関連情報についてサイト管理者等への削除依

頼は警察庁が行う。また，第三者に危害のおそれのあ

る自殺の手段等の紹介についての情報への対応とし

て，青少年へのフィルタリングの普及等の対策を推進

精神保健の課題と支援
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するのは，総務省，文部科学省，経済産業省である。

（「自殺総合対策大綱」，p．２４）

５ 誤り。２０１８年（平成３０年）３月の自殺対策強化月間

のSNS相談の実施結果によると，相談内容（「その他」

と「自殺念慮」を除く）で男女ともに最も多いのは「メ

ンタル不調」であったため誤りである。厚生労働省で

は，若者が日常的なコミュニケーション手段として利

用するSNSを通じて相談・支援を受けることができる

よう，広く若者一般を対象とするSNSを活用した相談

事業を２０１８年（平成３０年）３月の自殺対策強化月間に

合わせて集中的に実施した。

（厚生労働省『平成３０年度自殺対策白書』「第２章第４節 自殺対策
強化月間におけるSNS相談の実施結果の分析」第２―４―１５表 男女
別，相談内容別の相談件数，２０１８年，p．６９）

問題 ９６ 正答 ４，５

１ 誤り。要保護児童対策地域協議会の対象の児童は，

児童虐待を受けた子どもに限られず，保護者のいない

児童や保護者に監護させることが不適当であると認め

られる児童，非行児童などであることから誤りであ

る。児童福祉法第６条の３第８項に規定された要保護

児童及び保護者が対象である。

（「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」（平成１７年２
月２５日雇児発０２２５００１））

２ 誤り。要保護児童対策地域協議会は，２００４年（平成

１６年）の児童福祉法の一部改正にともない整備され

た。要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため

に，関係機関が情報を共有し，適切な連携のもとで対

応できるように協議する機関である。情報を共有し，

関係機関等が同一の認識のもとに役割分担しながら支

援を行い，共に個別の事例にかかわることで，各機関

の限界や大変さを分かち合うことができる。

（「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」（平成１７年２
月２５日雇児発０２２５００１））

３ 誤り。要保護児童対策地域協議会は地方公共団体が

設置するよう努めなければいけないとされているが，

設置は義務ではない。市町村が設置主体となり，関係

機関にはたらきかけることが原則である。

（「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」（平成１７年２
月２５日雇児発０２２５００１））

４ 正しい。要保護児童対策地域協議会は，要保護児童

等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図る

ために必要な情報の交換を行うとともに，要保護児童

等に対する支援の内容に関する協議を行う（児童福祉

法第２５条の２第２項）。なお，要保護児童対策地域協

議会については，代表者会議，実務者会議，個別ケー

ス検討会議を開催されることが期待される。代表者会

議は要保護児童対策地域協議会の構成員の代表者によ

る会議，実務者会議は実際に活動する実務者から構成

される会議，個別ケース検討会議は，かかわりをもっ

ている担当者や今後かかわりをもつ可能性のある関係

者などによる会議である。

（「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」（平成１７年２
月２５日雇児発０２２５００１））

５ 正しい。守秘義務に反して秘密を漏らした場合には

１年以下の懲役または５０万円以下の罰金が課せられる

こと（児童福祉法第６１条の３）から正しい。要保護児

童対策地域協議会における要保護児童に関する情報共

有は，要保護児童の適切な保護を図るためのものであ

る。構成員および構成員であった者は，正当な理由が

なく，要保護児童対策地域協議会の職務に関して知り

得た情報を漏らしてはならない（児童福祉法第２５条の

５）。

（「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」（平成１７年２
月２５日雇児発０２２５００１））

問題 ９７ 正答 ４

１ 適切でない。児童（０歳から１８歳未満の者）の一時

保護を行っているのは，児童相談所である。また，支

援対象児等の早期発見や適切な保護を図っているの

は，要保護児童対策地域協議会である。この協議会

は，市町村，保健機関，学校・教育委員会，警察，児

童相談所，民生・児童委員などの機関によって構成さ

れている。

（『新・精神保健福祉士養成講座②精神保健の課題と支援（第３版）』
中央法規出版，２０１８年（以下『精神保健の課題と支援』中央法規出版），
p．１５４，厚生労働省「要保護児童対策地域協議会の概要」（https : //
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidouka
teikyoku/0000198593.pdf））

２ 適切でない。ストレスチェックやストレスマネジメ

ント等の予防的対応を担っているのは，スクールカウ

ンセラーである。スクールカウンセラーはこのよう

な，学校の教員などではカバーしにくい役割を担い，

教育相談を円滑に進めるための潤滑油，ないし仲立ち

的な役割を担っている。

（文部科学省「２ スクールカウンセラーについて」『児童生徒の教
育相談の充実について――生き生きとした子どもを育てる相談体制づ
くり（報告）』２００７年，（https : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/cho
usa/shotou/066/gaiyou/attach/1369846.htm））

３ 適切でない。教諭に対する教育指導は，学校の管理

職や，学校を管轄する自治体の教育委員会の役割であ

る。なお，教職員に対する支援や情報提供はスクール

ソーシャルワーカーの職務内容に含まれる。

（文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業」（https : //ww

８



w.mext.go. jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/046/shiryo/attach/
1376332.htm）（以下「スクールソーシャルワーカー活用事業」））

４ 適切。スクールソーシャルワーカーの中核的な業務

内容としては，①問題を抱える児童生徒が置かれた環

境への働きかけ，②関係機関等とのネットワークの構

築，連携・調整，③学校内におけるチーム体制の構

築，支援，④保護者，教職員等に対する支援・相談・

情報提供，⑤教職員等への研修活動等の５つがある。

（「スクールソーシャルワーカー活用事業」）

５ 適切でない。問題行動の背景には，児童生徒が置か

れたさまざまな環境の問題が複雑に絡み合っている。

そのため，①関係機関等と連携・調整するコーディ

ネート，②児童生徒が置かれた環境の問題（家庭，友

人関係等）に働きかけること等が求められている。し

かし，スクールソーシャルワークにおける環境調整

は，家庭や友人関係が中心であり，触法行為が認めら

れる場合には，児童相談所等につなぐべきである。

（「スクールソーシャルワーカー活用事業」）

問題 ９８ 正答 ３

１ 誤り。２０１４年（平成２６年）に，アルコール，薬物，

ギャンブル等の依存症に対して，依存症治療拠点機関

設置運営事業が立ち上げられた。よって，依存症治療

を実施している精神科医療機関では，ギャンブル依存

症に対しても，治療・回復プログラムなどが実施され

ている。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．２３０）

２ 誤り。ギャンブル依存症には飲酒問題同様「否認」

があるため，上司や家族などまわりの協力が不可欠と

なる。患者同士で構成される自助グループや家族会も

大変意義がある。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．１９７）

３ 正しい。アルコール依存症者のためのセルフヘルプ

グループには，アルコホーリクス・アノニマス

（AA）と断酒会がある。セルフヘルプグループとは，

同じ病気や悩みをもった当事者同士が，自らの問題を

解決するために，互いに体験を分かち合い助け合いな

がら自主的に活動している集団である。断酒会は非匿

名性であるが，AAは非組織化，匿名性を徹底してい

る。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．２２９）

４ 誤り。２０１３年（平成２５年）に，アルコール健康障害

対策基本法が制定され，これにより，酒類の製造・販

売を行う事業者の責務として，アルコール健康障害の

発生，進行，再発防止に配慮する努力義務を規定して

いる。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．２３０）

５ 誤り。アルコールや薬物といった精神に依存する物

質を原因とする依存症状のことを「物質への依存」と

いう。物質ではなく特定の行為や過程に必要以上に熱

中し，のめりこんでしまう症状のことは，「プロセス

への依存」という。ギャンブル依存は，プロセスへの

依存にあたる。共依存とは，人間関係に執着してしま

うことである。

（厚生労働省「依存症についてもっと知りたい方へ」（https : //www.
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html））

問題 ９９ 正答 ３

１ 誤り。患者調査は，病院及び診療所（医療施設）を

利用する患者を対象として，厚生労働省によって実施

される。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．３１９，厚生労働省「患者
調査（基幹統計）」）

２ 誤り。患者調査は，３年に１度の頻度で実施され

る。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．３１９，厚生労働省「患者
調査（基幹統計）」）

３ 正しい。調査内容には，性別，生年月日，患者の住

所，入院・外来の種別や診断名，受療の状況（利用し

た治療，検査など），診療費等支払方法，紹介の状況，

その他関連する事項が含まれる。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．１５１，pp．２４１～２４２，厚
生労働省「患者調査（基幹統計）」）

４ 誤り。病院の入院については二次医療圏別で，病院

の外来及び診療所は都道府県別に，それぞれ層化無作

為抽出を実施する。

（厚生労働省「患者調査（基幹統計）」）

５ 誤り。入院及び外来患者については，１０月中旬に指

定される３日間のうち医療施設ごとに定める１日につ

いて調査する。

（厚生労働省「患者調査（基幹統計）」）

問題 １００ 正答 ５

１ 誤り。メンタルヘルスアクションプラン２０１３―２０２０

は，世界保健機関（WHO）によって策定されている。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，pp．３４６～３４８）

２ 誤り。メンタルヘルスアクションプラン２０１３―２０２０

は，世界保健機関（WHO）による「精神保健の格差

に関する行動プログラム（mental health gap action

programme : mhGAP）」をもとに作成されているが，

精神保健の課題と支援
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同じ内容ではない。mhGAPは発展途上国を主な対象

としてメンタルヘルスサービスの向上を掲げている

が，メンタルヘルスアクションプラン２０１３―２０２０は全

世界の国々を対象にして，国レベルのアクションプラ

ンに助言・指導を提供するよう策定されている。

（世界保健機関，自殺予防総合センター訳『メンタルヘルスアクショ
ンプラン２０１３－２０２０』独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所自殺予防総合対策センター，２０１４年（以下『メンタル
ヘルスアクションプラン２０１３－２０２０』独立行政法人国立精神・神経医
療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター），p．７）

３ 誤り。メンタルヘルスアクションプラン２０１３―２０２０

の全体的な目標には，ウェルビーイングの促進，精神

障害の予防，ケアの提供，リカバリーや人権の促進，

精神障害を有する人々の死亡率，罹患率，障害を低減

することが含まれている。

（『メンタルヘルスアクションプラン２０１３－２０２０』独立行政法人国立
精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策セン
ター，p．１１）

４ 誤り。メンタルヘルスアクションプラン２０１３―２０２０

は，効果的なリーダーシップとガバナンスの強化に関

する具体的な目標として，２０２０年までに世界の５０％の

国々が，国際・地域の人権規約に即して，メンタルヘ

ルスのための法律を制定または更新することを掲げて

おり，さらに世界の８０％の国々が，国際・地域の人権

規約に即して，メンタルヘルスの政策／計画を策定ま

たは更新することを掲げている。

（『メンタルヘルスアクションプラン２０１３－２０２０』独立行政法人国立
精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策セン
ター，p．１３）

５ 正しい。メンタルヘルスアクションプラン２０１３―

２０２０では，根拠（エビデンス）に基づく実践の促進に

ついて何度も言及されている。一方で，地域の文化に

溶け込んだ支援の構築のために，地域の特性に応じ

て，宗教的リーダー，信仰治療を行う人，伝統療法

士，学校の教師，警察官，地元のNGO団体と同様に，

家族も含めたインフォーマル資源との連携の重要性が

強調されている。

（『メンタルヘルスアクションプラン２０１３－２０２０』独立行政法人国立
精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策セン
ター，p．１５）

問題 １０１ 正答 ４

１ 誤り。地震や台風，火山噴火などの自然災害だけで

はなく，犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害も

活動の対象となる。そのような災害の場合は被災地域

の精神保健医療機能が一時的に低下し，さらに災害ス

トレス等により新たに精神的問題が生じる等，精神保

健医療への需要が拡大するためである。

（厚生労働省「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領」（https :
//www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaisha
hukushi/kokoro/ptsd/dpat_130410.html）（以下「災害派遣精神医療
チーム（DPAT）活動要領」），DPAT事務局「DPAT活動マニュアル
Ver．２．１」２０１９年３月（https : //www.dpat.jp/images/dpat_documents
/3.pdf）（以下「DPAT活動マニュアルVer．２．１」））

２ 誤り。被災都道府県等からの派遣要請に基づき活動

をする。被災地での活動にあたっては，被災都道府県

等の災害対策本部の指示に従う。

（「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領」，「DPAT活動マニュ
アルVer．２．１」）

３ 誤り。精神科医師，看護師，業務調整員（ロジスティ

クス）を含めた数名（車での移動を考慮した機動性の

確保できる人数を検討）で構成する。現地のニーズに

合わせて，児童精神科医，薬剤師，保健師，精神保健

福祉士や臨床心理技術者等を含めて適宜構成される。

（「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領」，「DPAT活動マニュ
アルVer．２．１」）

４ 正しい。DPAT活動３原則：SSS（スリーエス）が

示されており，「Self-sufficiency：自己完結型の活動」

「Share：積極的な情報共有」「Support：名脇役であ

れ」とされている。被災地においては，移動，食事，

通信，宿泊等は自ら確保し，自立した活動が求められ

る。また情報が混乱しているため，積極的な情報共

有・連携が求められる。地域の支援者を支え，その支

援活動が円滑に行えるための活動となるようにするこ

とが重要である。

（「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領」，「DPAT活動マニュ
アルVer．２．１」）

５ 誤り。精神科医療に入院患者，通院患者だけではな

く，被災した一般人の心のケアや支援者（地域の医療

従事者，救急隊員，自治体職員等）への専門的支援も

行う。

（「災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領」，「DPAT活動マニュ
アルVer．２．１」）

問題 １０２ 正答 １，３

１ 正しい。作業療法士は理学療法士及び作業療法士法

に定められている国家資格である。同法第２条第４項

に「この法律で「作業療法士」とは，厚生労働大臣の

免許を受けて，作業療法士の名称を用いて，医師の指

示の下に，作業療法を行なうことを業とする者をい

う。」と規定されている。作業療法士の主な活動領域

は，医療領域，福祉領域，保健領域，教育領域などが

ある。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，pp．７２～７３）

２ 誤り。保健所業務は公衆衛生を主な目的としている

ため，保健師の資格をもって勤務する者もいるが，精
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神保健福祉相談員（主に精神保健福祉士）などの配置

も行われており，必要条件ではない。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．３２３，pp．３３７～３３８）

３ 正しい。精神保健福祉相談員は，精神保健福祉法第

４８条に規定された職員であり，精神保健福祉士その他

政令で定める資格を有する者のうちから，都道府県知

事又は市町村長が任命する。精神保健福祉センターお

よび保健所その他これらに準ずる施設に配置される。

（『精神保健学』へるす出版，pp．３０１～３０２）

４ 誤り。公認心理師とは，公認心理師登録簿への登録

を受け，公認心理師の名称を用いて，保健医療，福

祉，教育その他の分野において，心理学に関する専門

的知識及び技術をもって，心理状態の観察と分析，心

理的支援の提供，関係者に対する相談及び助言，指導

などを行う者である。すなわち，医療分野だけに限定

された資格ではない。

（厚生労働省「公認心理師」（https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni
tsuite/bunya/0000116049.html））

５ 誤り。スクールソーシャルワーカーの名称及び職務

が規定されているのは，社会福祉法ではなく学校教育

法施行規則である。２００８年度（平成２０年度）に文部科

学省のスクールソーシャルワーカー活用事業として開

始された。その業務は，学校現場を主な活動領域と

し，福祉的な視点から子どもの生活や権利を守る役割

をもつ。具体的には，いじめ，不登校，暴力行為，児

童虐待などの課題に対応することが求められている。

（『精神保健学』へるす出版，p．３０２）

問題 １０３ 正答 ５

１ 誤り。講習予備検査（認知機能検査）は，７５歳以上

のドライバー全員に対して，運転免許証の更新時に行

う検査である（２００９年（平成２１年）より）。同検査で

は，時間の見当識，記銘力検査，時計描画の３項目で

構成されており，認知症のおそれがあると判定される

と，医療機関で認知症か否かの診断を受けることにな

る。一方，臨時認知機能検査は，７５歳以上のドライ

バーの認知機能の状況をタイムリーに把握するため，

更新時以外でも，信号無視など特定の交通違反があっ

た場合に受ける検査である（２０１７年（平成２９年）より）。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，pp．１１５～１１６）

２ 誤り。認知症の初期に，必要に応じて診断・治療に

つなぐ調整を行うのが認知症初期集中支援チームであ

り，各市町村に設置が進められている。複数の専門職

が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の

人及びその家族を訪問し，アセスメント，家族支援な

どの初期支援を包括的，集中的に行い，自立生活のサ

ポートをする多職種協働チームである。認知症初期集

中支援チームは，新オレンジプラン７つの柱の２つ目

「認知症の様態に応じた適時・適切な医療・介護等の

提供」の中の主な政策の１つである。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．２４７）

３ 誤り。地域包括支援センターは，認知症患者や家族

の暮らし，生活を中心的に支える役割を担っている。

地域包括支援センターの人員配置基準は，介護保険法

施行規則第１４０条の６６第１号イによると，保健師・社

会福祉士・主任介護支援専門員等を配置することに

なっている。

（『精神保健の課題と支援』中央法規出版，p．２４８）

４ 誤り。認知症疾患医療センターは，保健・医療・福

祉・介護の各機関と連携しながら，認知症の鑑別診断

や専門医療相談等を実施し，認知症の早期発見，診断

を行っている。認知症疾患医療センターの専門医療機

関における医療相談室には，精神保健福祉士または保

健師等が２名以上配置されていること，診療所におい

ては，看護師，保健師，精神保健福祉士，臨床心理技

術者が１名以上配置されていることと規定されてい

る。

（『精神保健学』へるす出版，p．２８０）

５ 正しい。精神保健福祉士に期待される役割として，

認知症の人たちの個別性を尊重し，自己決定を基本と

した自己実現を目指すことがあげられる。認知症の人

たちへの支援にあたっては，特に権利擁護の視点が重

要である。

（『精神保健学』へるす出版，p．２８０）

精神保健の課題と支援

１１



精神保健福祉相談援助の基盤

問題 １０４ 正答 １

１ 適切。２００８年度（平成２０年度）よりスクールソーシャ

ルワーカー活用事業が開始されている。学齢期の子ど

もが抱える問題は，家族の貧困や親のメンタルヘル

ス，児童虐待などと関連している。そのため，子ども

だけではなく家族や学校関係者への支援も必要とな

る。

（『新・精神保健福祉士養成講座③精神保健福祉相談援助の基盤（基
礎・専門）（第２版）』中央法規出版，２０１５年（以下『精神保健福祉相
談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版），p．１９）

２ 適切でない。選択肢の役割は，精神保健判定医の中

から任命される精神保健審判員の説明である。「医療

観察法」では，事件を起こしてしまった精神障害者の

社会復帰に向けた対応として社会復帰調整官や精神保

健参与員の配置が定められており，精神保健福祉士は

これらの役割を担うことが期待されている。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，p．１７）

３ 適切でない。２０１６年（平成２８年）の自殺対策基本法

の改正や日本の自殺の実態を踏まえ，見直された「自

殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現を目指して～」（平成２９年７月２５日閣議決

定）では，当面の重点施策として，地域レベルの実践

的な取組みへの支援や，社会全体の自殺リスクの低下

への取組み，遺された人への支援の充実，子ども・若

者の自殺対策や勤務問題による自殺対策のさらなる推

進などがあがっており，本人のみではなく本人を取り

巻く環境を含め，幅広い支援が求められている。

（厚生労働省ホームページ「自殺総合対策大綱」（https : //www.mhlw.
go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172203.html））

４ 適切でない。児童相談所での児童虐待の相談対応件

数は増加の一途である。虐待では，親の抱えているメ

ンタルヘルスの問題が指摘されており，アルコール依

存やパーソナリティ障害等が背景にあることが多いた

め，虐待を受けた子どもの支援とともに，虐待を行う

親の支援も必要である。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，pp．１５
～１６，p．１９）

５ 適切でない。２０１８年（平成３０年）のギャンブル等依

存症対策基本法の制定・施行に向けて開催されていた

ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議がまとめた

「ギャンブル等依存症対策の強化について」では，

ギャンブル等依存症を含む精神障害者の保健及び福祉

に関する相談援助の専門職として，精神保健福祉士が

あげられており，今後の精神保健福祉士養成課程のカ

リキュラム見直しを含め，幅広く対応できる専門職と

して期待されている。

（ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議「ギャンブル等依存症対
策の強化について」）

問題 １０５ 正答 １，５

１ 正しい。社会福祉士の相談援助の対象は社会福祉士

及び介護福祉士法の第２条に規定されている。ここで

は「身体上若しくは精神上の障害があること又は環境

上の理由により日常生活を営むのに支障がある者」と

しており，必ずしも精神障害を有する人ではない。精

神保健福祉士と異なり，社会福祉士は相談援助の対象

に限定はなく，幅広い人を対象としている。

２ 誤り。社会福祉士及び介護福祉士法で位置づけられ

ている信用失墜行為の禁止の対象は，「社会福祉士又

は介護福祉士」であり，クライエントではない。これ

は専門職としての自覚をもち，その職の信用を傷つけ

たり，専門職全体の不名誉となる行為をしたりするこ

とを禁止する規定である。これに反した場合，登録の

取り消し，又は期間を定めて社会福祉士等の名称の使

用の停止となる場合がある。

３ 誤り。精神保健福祉士は，精神保健福祉士法第２条

で，精神障害のある人の「社会復帰に関する相談に応

じ，助言，指導，日常生活への適応のために必要な訓

練その他の援助を行うことを業とする者」とされてい

る。精神障害のある人の中には長期にわたる入院の結

果，地域で生活をするために，生活技能を身に着ける

ことが必要な人がいる。そのための「訓練」も精神保

健福祉士の業務の１つとなる。

４ 誤り。精神保健福祉士は，精神保健福祉士法第２条

で，「精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識

及び技術」が基盤にあることが明記されている。精神

保健福祉士は，精神障害のある人の抱える生活問題や

社会問題の解決のための援助や，社会参加に向けての

支援活動を通して，その人らしい生活の獲得を目標と

していく専門職であり，社会福祉学を学問的基盤とし

ている。

５ 正しい。社会福祉士及び介護福祉士法第４７条の２で

は，資質向上の責務として「社会福祉士又は介護福祉
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士は，社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による

業務の内容の変化に適応するため，相談援助又は介護

等に関する知識及び技能の向上に努めなければならな

い」と規定している。しかし，資格の更新や研修の規

定はない。また資質向上は責務であるため，罰則規定

はない。

問題 １０６ 正答 ２

１ 誤り。グローバル定義では，中核となる任務を社会

変革と社会開発，社会的結束の促進と人々のエンパワ

メントと解放としている。エンパワメントとは，社会

的に不利な状態に置かれた人が本来もつ力を取り戻す

ことであり，ソーシャルワークは社会変革や社会開発

といった社会への働きかけと同時に社会的に不利な状

態に置かれている人が自らその権利を発信できるよう

にすることを任務としている。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，p．３３）

２ 正しい。グローバル定義では，世界をアジア太平

洋，アフリカ，北アメリカ，南アメリカ，ヨーロッパ

の５つの地域に分け，グローバル定義に反しない範囲

でそれぞれの置かれた社会的・政治的・文化的状況に

応じた独自の定義を作ることを認めている。これに

よって，ソーシャルワークの定義を世界，地域，国と

いう３つのレベルをもつ重層的なものとしている。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，p．３５）

３ 誤り。グローバル定義では，ソーシャルワークは先

住民を含めた諸民族固有の知にも拠っていることを認

識している。植民地主義の結果，諸民族固有の知は過

小評価されてきた経緯がある。ソーシャルワークは先

住民たちが独自の価値観，知を作り出してきたことを

認め，これらの声に耳を傾け，学ぶことにより，西洋

の歴史的な科学的植民地主義と覇権を是正していくこ

とを目的としている。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，p．３４）

４ 誤り。選択肢は，２０００年のソーシャルワークの定義

である。ソーシャルワークの定義は２０１４年に改訂され

た。その構成は定義と注釈からなり，注釈は定義で用

いられる中核概念を説明し，ソーシャルワークの「中

核となる任務」，「原則」，「知」，「実践」から構成され

ている。２０００年の定義と異なる点は「知」が位置づけ

られたことであり，従来の西洋主義からの脱却を目指

していることを示している。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，pp．３２
～３５）

５ 誤り。グローバル定義では，経済開発ではなく，社

会開発を中核となる任務に位置づけている。社会開発

は，最終的に目指す状態，政策的枠組みなどを意味す

る。従来は経済成長こそが社会開発の前提条件とされ

ていたが，本定義での社会開発は，持続可能な発展を

目指し，セクター間・専門職間の協働を統合するよう

なアセスメントと介入に基づいている。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，p．３３）

問題 １０７ 正答 ４

１ 誤り。デニスン（Denison, E.）が取り組んだのは，

セツルメント活動である。この活動は，知識人がロン

ドンのイースト・エンド地区に出向き，教育やレクリ

エーション活動を行うことで，住民の生活と環境の改

善を目指す活動であった。エルバーフェルト制度はド

イツの救貧制度であり，地区ごとに名誉職の救貧委員

を配置し，防貧に取り組むとともに，医療や職業の斡

旋等を行ったが，デニスンの活動ではない。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，p．９９，
『精神保健福祉士シリーズ③精神保健福祉相談援助の基盤（基礎）』
弘文堂，２０１２年，p．６７）

２ 誤り。隣友活動を展開したのは，チャルマーズ

（Chalmers, T.）である。チャルマーズは，着任した

グラスゴー市において，生活水準の低い労働者家庭が

多く，子どもたちも無教育な状態で放置されている実

態を目の当たりにした。そこで，生活状況の詳細な調

査を行い，恣意的な救済の弊害を指摘するとともに，

自助意識の高揚を強調し，科学的・合理的な救済とし

て隣友活動を展開した。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，pp．９８
～９９）

３ 誤り。トインビーホールを設立したのは，バーネッ

ト（Barnett, S. & Barnett, H.）夫妻である。バーネッ

ト夫妻は，貧民たちと生活を共にし，貧困について

人々の認識をあらためさせると同時に，子どもたちに

教育を提供し，住民の生活環境を向上させるための活

動の拠点として，ロンドンのイースト・エンド地区に

トインビーホールを設立した。このトインビーホール

は，世界初のセツルメントハウスとされている。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．１００～１０１）

４ 正しい。慈善組織協会（COS）では，地区ごとに友

愛訪問員を配置した。友愛訪問員の役割は，①担当地

区内の要保護者の調査をしたうえで，②その結果を

COSに登録し，③各慈善団体相互間で情報を共有し，

救済に関する連絡調整を行うこととされた。救済は貧

精神保健福祉相談援助の基盤
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困者を道徳的に改良し，自助を促すもので「施与者で

はなく，友人として」をモットーに友愛の精神によ

り，道徳的な感化を及ぼすことを目的としていた。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，p．１００）

５ 誤り。ソーシャルワークの基盤となるケースワーク

を確立したのは，リッチモンド（Richmond, M. E.）

である。リッチモンドは，友愛訪問を通じて体系的な

訓練やその際の指針となる手引きの必要性を痛感し

た。そしてCOS活動から得られた豊富な事例に基づい

て，ソーシャルワークが「人間」と「社会環境」の両

方の要素を視野に収める必要性を明言した『ソーシャ

ル・ケース・ワークとは何か』を著し，ケースワーク

を確立させた。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，p．１０２）

問題 １０８ 正答 １

１ 正しい。クラスアドボカシーとは，社会的差別や不

利益を受けている人々，不適切な扱いを受けている

人々等の要援助者集団に対し，人間として生きていく

権利を保障していくために，法制度の改善や新しい法

律の成立等を求めて運動を展開するものである。手法

としては，立法過程に関する知識・情報を獲得する，

要求する問題の焦点を絞り，計画を立てる，世論を巻

き込むように広報活動を行う等がある。

（杉本敏夫・東野義之・南武志・和田謙一郎編著『ケアマネジメント
用語辞典』ミネルヴァ書房，２００７年（以下『ケアマネジメント用語辞
典』ミネルヴァ書房），p．１１３）

２ 誤り。選択肢はセルフアドボカシーのことである。

ケースアドボカシーとは，当事者が社会的な差別や抑

圧を受けて，適切なサービスが利用できなかったり，

サービス提供者に人権を侵害されるような扱いを受け

たりした場合など，当事者の立場に立って，その主張

を代弁し，その人のニーズを実現させるように介入し

ていくアドボカシーである。

（『ケアマネジメント用語辞典』ミネルヴァ書房，pp．１２２～１２３）

３ 誤り。選択肢はシチズンアドボカシーのことであ

る。ピアアドボカシーは，権利侵害を受けている仲間

が同じように権利侵害を受けている仲間に対して行う

権利擁護活動である。同じ障害のある仲間同士が助け

合うことで，１人ではないことを実感することや連帯

感を深めることにもつながるため，セルフヘルプやピ

アサポートの活動の中で活発に行われている。

（『精神保健福祉士シリーズ⑦精神保健福祉に関する制度とサービス
（第３版）』弘文堂，２０１７年（以下『精神保健福祉に関する制度とサー
ビス』弘文堂），p．２２４，近藤久史，二文字理明，藤田和弘編著『社会
福祉ライブラリー①障害者福祉概説』明石書店，２００３年（以下『障害

者福祉概説』明石書店），p．３１１）

４ 誤り。選択肢はリーガルアドボカシーのことであ

る。シチズンアドボカシーとは，同じ地域に暮らす障

害のある人を含む市民が，市民全体としての利益を目

指し，権利の抑圧を受けているほかの市民の権利獲得

やニーズの実現のために，専門家から独立して行う活

動である。この活動は，訓練を受けた市民と調整役の

スタッフが中心となって，個人レベルで行われる。

（『ケアマネジメント用語辞典』ミネルヴァ書房，p．７）

５ 誤り。選択肢はピアアドボカシーのことである。セ

ルフアドボカシーとは，障害のある人が支援者からの

弁護，代弁，代行を受けることなく，自らの権利を自

らの責任のもとで擁護し，自らの生活を変えていく自

己弁護活動である。個人が単独で活動を行うものだけ

でなく，当事者同士が互いに自分以外の他人のために

主張や行動する活動を含むこともある。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』弘文堂，p．２２４，『障害者
福祉概説』明石書店，p．３１１）

問題 １０９ 正答 ５

１ 誤り。個別支援計画の作成は，サービス管理責任者

の業務である。ケアマネジメントの手法を用いてサー

ビス利用にかかるアセスメントを行い，サービス等利

用計画を受けて，個別支援計画を作成する。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．２０１～２０２）

２ 誤り。虐待が発生した場合，事業所内だけで事実確

認し事態を収束させてしまうことは，障害者虐待の防

止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障

害者虐待防止法）第１６条の通報義務違反となる。虐待

を発見した者や虐待の相談を受けた者は必ず市町村に

通報しなければならない。

３ 誤り。選択肢は，サービス提供責任者の業務であ

る。サービス提供責任者は，介護保険法における指定

訪問介護事業所や障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（障害者総合支援法）にお

ける指定居宅介護事業所等に配置され，訪問介護計画

や居宅介護計画等を作成する。

４ 誤り。サービス等利用計画の作成は，相談支援専門

員の業務である。相談支援専門員は，指定相談支援事

業所（一般・特定）に配置され，利用者の自立した日

常生活や社会生活の実現を目標に相談支援を行う。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．２０１～２０２）

５ 正しい。サービス管理責任者は，個別支援計画の作
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成だけでなく，支援会議の実施や職員の助言や指導，

連絡調整など，質の高いサービスの提供や事業の効率

化，人材の育成等の業務も担う。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．２０１～２０２）

問題 １１０ 正答 ４

１ 適切でない。精神保健福祉士は，本人の意思を尊重

しなければならない。認知症であっても，自己決定の

尊重に基づき支援する姿勢が求められる。Ｂさんに入

院を勧めることは，Ｂさんの自己決定を否定すること

になる。また一人暮らしの困難さは，社会資源の利用

などにより軽減されることも十分考えられるため，困

難であると決めつけるのは早計である。

（厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支
援ガイドライン」平成３０年６月，pp．３～４）

２ 適切でない。Ｂさんの「入院したくない」という発

言の意味が，今の生活を継続したいと望んでいるとは

限らない。発言の意味やＢさんの思いを確認すること

が必要である。選択肢は，Ｂさんの思いを確認せずに

Ｃ精神保健福祉士の推測により取った行動に過ぎな

い。

３ 適切でない。認知症の人の意思決定支援において，

本人の状況を知る家族の役割も重要である。しかし，

本人の代わりに家族が決定することを意味するわけで

はない。あくまでもＢさんの意思を尊重する姿勢で，

Ｂさんが自分の意思を表明できるよう支援するもので

ある。選択肢は，そのような家族のかかわりを理解せ

ず，Ｂさんの決定能力を否定した対応である。

（厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支
援ガイドライン」平成３０年６月，p．８）

４ 適切。まずは今の生活の満足度を含め，Ｂさんが何

をしたいのか，どのような生活を望んでいるのかを理

解することから始まる。その際，なるべくＢさんの言

葉で表現できるよう開かれた質問で尋ねることや複数

の選択肢を示すなど，Ｂさんの状態に応じた方法を取

ることが重要である。また意思表明を焦らせない，な

どの配慮も必要である。

（厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支
援ガイドライン」平成３０年６月，pp．６～７）

５ 適切でない。Ｂさんの息子は仕事をしており，休み

の日を使って様子を見に行っている状態である。また

Ｂさんの今後についても不安を抱いており，そのよう

な状態でさらにかかわりを増やす相談をすることは，

息子の負担が増すばかりである。息子の状況や思いを

理解し，社会資源の利用について説明するなど，息子

の負担を軽減させる支援も必要である。

（厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支
援ガイドライン」平成３０年６月，p．８）

問題 １１１ 正答 ３

１ 適切でない。精神保健福祉士の専門的な視点からア

セスメントすることも大切であるが，偏った見方にな

る可能性が高い。ニーズは顕在化しているものだけで

はなく，潜在的なものもあるため，当事者である地域

住民や関係者の声を中心に考えることが重要であり，

聞き取りなど調査を行うことが必要である。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．２６１～２６５）

２ 適切でない。選択肢のように必ずしも行政や施設な

どのフォーマルな社会資源の利用を優先に考える必要

はない。精神障害者のニーズをよく理解し，本人と相

談しながらどの社会資源を利用するのか検討していく

ことが大切である。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑤精神保健福祉の理論と相談援助の
展開Ⅱ（第２版）』中央法規出版，２０１４年（以下『精神保健福祉の理
論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版），pp．３１３～３１４）

３ 適切。社会資源は施設や制度，法律などのフォーマ

ルな資源だけではなく，近隣住民や仲間，ボランティ

アなどのインフォーマルな資源も重要である。特に近

隣住民や仲間は日常的に精神障害者本人とかかわり合

うため，現実的にも精神的にも大きな支えとなること

が多い。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．２１５
～２１６）

４ 適切でない。精神障害者の生活支援において，既存

の社会資源だけではなく，本人のニーズを解決するた

めに不足している資源も含めて把握することが重要で

ある。必要に応じてソーシャルアクションを組み合わ

せながら生活環境の改善を求め，社会資源を創設する

などの活動が求められる。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．２６１～２６５）

５ 適切でない。精神障害者の支援において，専門職だ

けでなく家族や仲間などの非専門職との協働が重要で

ある。特に地域には行政機関や地域住民，関係機関な

ど物的・人的資源が豊富にある。それらを精神障害者

が利用できるようにコーディネートすることが大切で

ある。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．２６１～２６５）

精神保健福祉相談援助の基盤
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問題 １１２ 正答 ３

１ 適切でない。選択肢は，インターディシプリナリ・

モデルの記述内容である。インターディシプリナリ・

モデルとは，各専門職が支援目標に対する緊密な相互

連携を形成して，必要な支援やサービスを展開する

チームアプローチである。

（『精神保健福祉士養成セミナー③精神保健福祉相談援助の基盤［基
礎］［専門］（第６版）』へるす出版，２０１７年（以下『精神保健福祉相
談援助の基盤［基礎］［専門］』へるす出版），pp．１６１～１６２）

２ 適切でない。選択肢は，インターディシプリナリ・

モデルの記述内容である。インターディシプリナリ・

モデルでは，各専門職がチームの意思決定に主体的な

関与を行う。そのため，利用者の複合的な生活ニーズ

に対する多種多様な支援やサービスの提供を行うこと

ができる。

（『精神保健福祉相談援助の基盤［基礎］［専門］』へるす出版，pp．１６１
～１６２）

３ 適切。マルチディシプリナリ・モデルでは，クライ

エントの生命や健康にかかわる緊急性のある場合，治

療の責任者である医師がリーダーとなり，その指示の

もとで各専門職が求められる役割を果たす。各専門職

は並列の関係性であり，それぞれの専門分野でアセス

メントや支援目標の設定，介入を行う。

（『精神保健福祉相談援助の基盤［基礎］［専門］』へるす出版，pp．１６１
～１６２）

４ 適切でない。選択肢は，トランスディシプリナリ・

モデルの記述内容である。トランスディシプリナリ・

モデルは，各専門職が支援目標の達成に向けて，専門

性を超えた分野横断的な役割を果たすチームアプロー

チである。そのため，利用者の多様な生活ニーズに対

して，柔軟な対応が可能となる。

（『精神保健福祉相談援助の基盤［基礎］［専門］』へるす出版，pp．１６１
～１６２）

５ 適切でない。包括型地域生活支援プログラム（ACT）

は，トランスディシプリナリ・モデルの代表的な支援

の１つである。ACTとは，多職種チームが利用者の

生活の場に出向き，２４時間３６５日にわたって，包括的

かつ継続的な支援を展開するプログラムである。

（『精神保健福祉相談援助の基盤［基礎］［専門］』へるす出版，pp．１６１
～１６２）

問題 １１３ 正答 ４

１ 適切でない。障害年金の受給要件を確認することは

いずれ必要であるが，アルバイトを辞めてからすでに

１０年近くが経過し，現段階では直近の生活状況を把握

することが優先される。加えて，Ｅさんが生活状況を

語ることのできる状態であるため，必ずしも以前の勤

務先に状況を問い合わせる必要はない。今後，障害年

金の受給要件を確認するためには，初診日証明などが

必要となるので医療機関への連絡等も生じる。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑥精神保健福祉に関する制度とサー
ビス（第６版）』中央法規出版，２０１８年（以下『精神保健福祉に関す
る制度とサービス』中央法規出版），p．２１７）

２ 適切でない。Ｅさんが酔って職場に行った理由は，

母親が亡くなり寂しさを紛らわせるためであったが，

アルコール依存症であるという診断はされていない。

そのため，Ｅさんにアルコールの自助グループを紹介

することは現時点では行わない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．３３２）

３ 適切でない。Ｅさんには生活保護に関する説明が必

要であるが，これは病院の精神保健福祉士が主として

行うものではない。Ｄ精神保健福祉士としては，保護

費を受給しながら生活することもできることなど，Ｅ

さんの状態を見ながら補足説明をしていくことが望ま

れる。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．２１０～
２１３）

４ 適切。ホームレスの社会復帰支援を行う法人が，Ｅ

さんに食事提供などを行っていたため，すでにＥさん

と関係性があり，最近までの生活状況を知っている存

在である。Ｅさんと同じ境遇にある人たちの社会復帰

支援を行う法人に今後も支援にかかわってもらうこと

は重要である。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．２８２～２８４，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規
出版，p．１１）

５ 適切でない。就労継続支援B型事業所は，通常の事

業所に雇用されることが困難な障害者に対して就労の

機会を提供し，生産活動その他の活動の機会の提供を

通じて必要な訓練を行う。この時点ではＥさんが仕事

をしたいのかどうかははっきりしていないため，事業

所を紹介することは適切ではない。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑦精神障害者の生活支援システム（第
３版）』中央法規出版，２０１８年（以下『精神障害者の生活支援システ
ム』中央法規出版），p．１４２）

問題 １１４ 正答 ３，４

１ 適切でない。生活保護担当ケースワーカーに意見が

言えなかったＥさんが本音を語ることのできた場面で

ある。Ｅさんは救護施設に行きたくない理由や仕事に

対する気持ちを伝えることができている。ケースワー

カーの意見に従うことを勧めるのではなく，Ｅさんが
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希望する暮らし方を大切にするというメッセージを伝

えることが必要である。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，pp．８０
～８２，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，
pp．１２～１５）

２ 適切でない。Ｅさんは「アルバイトでもいいのでい

ずれは仕事をしたい」と発言しているが，現時点で

は，アルバイト先を探すよりもどこに暮らすかのほう

がＥさんにとって大きな問題である。そのため，この

時点で早急に仕事を探すことはしない。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．１０１～１０４）

３ 適切。地域にはさまざまなタイプの居住資源がある

が，Ｅさんはこれまでそのような場所で暮らしたこと

がないため，正しい情報提供を行う必要がある。例え

ばグループホームなどには一戸建て型やアパート型な

どさまざまな住まい方ができ，Ｅさんの希望に合った

退院先を検討できる可能性がある。また，実際に見学

を行うことで生活イメージをもつことができる。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．１０４～１０８）

４ 適切。Ｅさんは管理される環境を嫌がり，施設入所

を望んでいない。しかし，Ｅさんの言う「管理される」

とはどのような状態を指しているのかは定かではな

く，ほかの社会資源と同様にＥさんがもっているマイ

ナスイメージだけで選択肢から外すのは望ましくな

い。実際にどのような場所であるのかを知ってもらう

ための見学は有効である。ただし，Ｅさんに対しては

入居を前提とした見学ではないことを丁寧に説明する

配慮がされるとよい。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．２１１～
２１３）

５ 適切でない。Ｄ精神保健福祉士に対してＥさんが自

分の希望を伝えることができた初めての場面である。

この時点ですぐに我慢を強いることはせず，可能な限

りＥさんの望む暮らしのために支援を行うことを伝え

るのが望ましい。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，pp．８０
～８２，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，
pp．１２～１５）

問題 １１５ 正答 ２，４

１ 適切でない。このカンファレンスではＥさんの退院

先や当面の生活について話し合いが行われる。Ｅさん

に対する就労支援はいずれ必要になる可能性があるも

のの，住む地域も決まっていない現段階ではカンファ

レンスへの出席を求める時期ではない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１１０，『精

神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．１０１～１０４）

２ 適切。地域相談支援には地域移行支援と地域定着支

援がある。それらを行っている相談支援事業所が支援

チームに入ることにより，地域生活に向けた支援の流

れをコーディネートする役割が期待でき，病院から地

域へと切れ目なく役割を移行することも可能となる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１５０
～１５３）

３ 適切でない。本文には生活保護担当ケースワーカー

とＥさんの希望が一致しないとあり，Ｅさんが救護施

設への入所を希望していないことがわかる。現時点で

は，救護施設のある市の担当者がカンファレンスに出

席する必要はない。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，pp．８７
～８８，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，
pp．１２～１５）

４ 適切。たとえＥさんの退院先が確保され，ホームレ

ス状態に戻ることはないとしても，以前から面識のあ

るホームレス支援団体（NPO法人）の職員にカンファ

レンスに参加してもらい，意見や情報を提供してもら

うことは今後のＥさんの支援を組み立てるうえで有意

義である。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．２８２～２８４，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規
出版，p．１１）

５ 適切でない。病棟から求められた期限に合わせて退

院先を探すのではなく，Ｅさんがどのような暮らしを

したいのかを最優先に考え，支援チーム内で共有した

うえでできる限りＥさんの望む退院先を決定すること

が重要である。Ｄ精神保健福祉士は，Ｅさんの希望を

最優先にした支援方針について，病棟に対し理解を求

める強い働きかけが必要である。

（『新・精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉の理論と相談援助の
展開Ⅰ（第２版）』中央法規出版，２０１４年（以下『精神保健福祉の理
論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版），pp．２４５～２４８）

問題 １１６ 正答 ４

１ 適切でない。クライエントの個別面接では，本人の

希望や不安を傾聴し，受容・共感する姿勢が求められ

る。しかし，選択肢はＧさんの気持ちを受け止めるの

ではなく，「素敵な出会いがある」といった無責任な

励ましに読み取れる。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．１４５～１４６，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規
出版，pp．１０９～１１１）

２ 適切でない。クライエントの個別面接では，クライ

エントの言動の裏側にある背景を理解し，受容する姿

勢が求められる。しかし，選択肢はＧさんの不安を受

精神保健福祉相談援助の基盤
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け止めておらず，安易な励ましの言葉であり，Ｇさん

の心境を理解しようとする言葉がけとはいえない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１０９
～１１１，pp．１５６～１５７）

３ 適切でない。クライエントの個別面接では，相談に

至った背景やそれまでの努力・苦労などを理解し，信

頼関係（ラポール）を構築することが重要である。選

択肢は，Ｇさんの養育を問い詰めるような言葉がけで

あり，Ｇさんが自身を否定されたような思いにつなが

る可能性がある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．１０３，
pp．１０９～１１１，pp．１５６～１５７）

４ 適切。クライエントの個別面接では，本人の希望や

不安を傾聴し，受容する姿勢が求められる。選択肢

は，Ｇさんのこれまでの苦労をねぎらいながら，その

不安を受け止めようとする言葉がけといえる。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．１４５～１４６，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規
出版，pp．１０９～１１１）

５ 適切でない。クライエントの個別面接では，本人の

希望や不安を傾聴し，受容する姿勢が求められる。し

かし，選択肢は病気に着目した言葉がけであると同時

に，病気は治るといったメッセージによって，Ｇさん

自身が混乱するおそれがある。何より，医学的な判断

や治療方針に関する説明を行うのは，治療の責任者で

ある精神科医師の役割である。

（『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版，
pp．１４５～１４６，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規
出版，pp．１０９～１１１）

問題 １１７ 正答 １，５

１ 適切。Ｇさんは，Ｈさんとの母子世帯で生活保護を

受給している。そのため，生活保護の業務を担う福祉

事務所と連携し，Ｈさんを含めた支援を展開していく

必要がある。

２ 適切でない。地域包括支援センターは介護保険法を

根拠とし，高齢者や家族の総合的な相談支援や介護予

防のケアマネジメントを実施する相談機関である。地

域包括支援センターには社会福祉士・保健師・主任介

護支援専門員が必置とされている。ＧさんやＨさんが

支援対象と考えられないため，適切ではない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，p．１５３）

３ 適切でない。児童養護施設は児童福祉法第４１条に基

づき，保護者のいない児童や虐待を受けている児童等

を入所させて養護すると同時に，退所者に対する相談

や自立支援を行う施設である。Ｈさんは，虐待を受け

ている疑いはあるが，現時点で児童養護施設の受け入

れが妥当かどうかの判断は難しい。

４ 適切でない。市町村障害者虐待防止センターは，障

害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関

する法律（障害者虐待防止法）第３２条に基づき，障害

者虐待に関する通報の受理，障害者及び養護者に対す

る相談指導及び助言，普及啓発活動を行う機関であ

る。本事例は児童虐待が疑われるケースであり，市町

村障害者虐待防止センターの支援対象ではない。

５ 適切。児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防

止法）第６条において，「児童虐待を受けたと思われ

る児童を発見した者は，速やかに，これを市町村，都

道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は

児童委員を介して市町村，都道府県の設置する福祉事

務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」

と規定されている。本事例は児童虐待の疑いがある

ケースであり，児童相談所は連携機関として適切であ

る。

問題 １１８ 正答 ２，５

１ 適切でない。障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（障害者総合支援法）におけ

る就労移行支援とは，一般就労を希望する６５歳未満の

障害者等を対象とした事業である。事業所での作業訓

練や企業等での実習を通じて，適性に合わせた職場開

拓や就職後の職場定着支援を行う。現時点で，本事例

のＧさんから就労に対するニーズは読み取れない。

（坂本洋一『図説よくわかる障害者総合支援法（第２版）』中央法規
出版，２０１７年（以下『図説よくわかる障害者総合支援法』中央法規出
版），pp．１０２～１０３）

２ 適切。精神科訪問看護とは，クライエントの社会生

活の再構築や精神症状の再燃に対する早期対応を目的

として，在宅で日常生活の相談支援や服薬状況の把

握，療養生活に関する助言・指導を行うものである。

「病気との付き合い方や健康を保つために直接相談し

たいが，体調によって外出が難しい日もある」という

Ｇさんのニーズに対して，訪問型支援は有効と考えら

れる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２３６
～２４０）

３ 適切でない。障害者総合支援法における短期入所

（ショートステイ）とは，居宅で介護を行う者が病気

等の理由で介護ができない状況になった場合に，障害

者支援施設等で短期間，利用者の入浴や排せつ，食事

の介護等の支援を行う事業である。Ｇさんが本事業の

１８



対象となるような状況とは読み取れない。

（『図説よくわかる障害者総合支援法』中央法規出版，p．１８７）

４ 適切でない。障害者総合支援法における共同生活援

助（グループホーム）とは，単身生活に不安を抱える

クライエントを対象として，共同生活の住居で日常生

活の相談や入浴・排せつ・食事の介護，家事全般など

の生活支援を提供する事業である。Ｇさんはすでに娘

のＨさんとアパート生活を営むことができている。

（『図説よくわかる障害者総合支援法』中央法規出版，pp．１２０～１２３）

５ 適切。障害者総合支援法における居宅介護（ホーム

ヘルプ）とは，居宅において入浴・排せつ・食事等の

介護や，調理・洗濯・掃除など日常生活全般に関する

相談支援を行う事業である。「できる限り子どものた

めに家事を頑張りたいが，気持ちが沈んでしまうこと

も少なくないので，時々はサポートしてほしい」とい

うＧさんのニーズに合致する。

（『図説よくわかる障害者総合支援法』中央法規出版，p．１８６）

精神保健福祉相談援助の基盤

１９



精神保健福祉の理論と相談援助の展開

問題 １１９ 正答 ４

１ 誤り。エンパワメントとストレングスは，その提唱

された時期こそ異なるが，どちらもマイノリティグ

ループ等社会的弱者の支援から始まったものであり，

弱者の哲学としての理念的側面とマイノリティの武器

としての技術的側面をもったものである。よって選択

肢は誤りである。

（『新・精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉の理論と相談援助の
展開Ⅰ（第２版）』中央法規出版，２０１４年（以下『精神保健福祉の理
論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版），pp．７３～７５）

２ 誤り。精神障害者領域における負のノーマライゼー

ションとは，精神科病院での長期入院等により精神障

害者を社会から隔離したことで偏見・差別の対象とし

ての精神障害者を生み出してきたことを示すものであ

る。よって選択肢は誤りである。なお，行動療法等に

おいて“負”の強化という場合は対象者にとって望ま

しくないものを“取り除く”ことを意味する。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．７２
～７３）

３ 誤り。レジリエンスは，困難を乗り越える柔軟性を

意味しており，実際には個人差や年齢差があるとされ

ている。よって選択肢は誤りである。精神障害者の支

援を行うにあたっては，支援対象者のレジリエンスの

保有状況やその要因をアセスメントすることが求めら

れる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．８０
～８１）

４ 正しい。精神医学や精神科リハビリテーションの分

野において，ストレス―脆弱性モデルや生物心理社会

モデル等の当事者の病理や発病の誘因に注目する従来

の理念から，本人のもつ困難を克服する復元力を重視

して引き出すレジリエンスモデルへのパラダイムシフ

トが期待されている。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．８１
～８２）

５ 誤り。ウォーリン夫妻は，レジリエンスを高めるも

のとして，洞察力，独立性，関係性，自発性（イニシ

アティブ），創造性，ユーモア，モラルの７つのレジ

リエンスをあげている。よって選択肢は誤りである。

なお，自尊感情や自己決定力はエンパワメントにおい

て大切なものである。

（S. J. ウォーリン・S. ウォーリン，奥野光・小森康永訳『サバイバー
と心の回復力――逆境を乗り越えるための七つのリジリアンス』金剛
出版，２００２年，pp．３０～３２，p．８５，p．１０９，p．１３４，p．１６２，p．１９３，p．２１７）

問題 １２０ 正答 ５

１ 誤り。保護者制度では，家族の義務として精神障害

者の自傷他害防止監督義務規定があり，家族が精神障

害者本人の起こした事件の賠償請求された事例も存在

した。しかし，１９９９年（平成１１年）の精神保健福祉法

改正により，この義務規定は削除された。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑥精神保健福祉に関する制度とサー
ビス（第６版）』中央法規出版，２０１８年（以下『精神保健福祉に関す
る制度とサービス』中央法規出版），p．３９）

２ 誤り。保護者制度では，家族に精神障害者の財産上

の利益を保護する義務が課せられていた。２０１３年（平

成２５年）の精神保健福祉法改正により，保護者制度が

廃止されたことにより，この義務規定も廃止された。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．７７）

３ 誤り。かつては精神保健福祉法第２２条第２項に「精

神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しな

ければならない」という義務規定が存在したが，２０１３

年（平成２５年）の精神保健福祉法改正により保護者制

度が廃止され，この義務規定も廃止された。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．７７）

４ 誤り。精神保健福祉法第３３条第２項に規定された

「家族等」とは，「精神障害者の配偶者，親権を行う

者，扶養義務者及び後見人又は保佐人」であり，成年

後見制度における「補助人」は含まれない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．５３）

５ 正しい。精神障害者に家族等がいない場合やその家

族等の全員がその意思を表示できない場合に限り，当

該精神障害者の居住地を管轄する市町村長の同意によ

り医療保護入院を行うことができる。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．５３）

問題 １２１ 正答 ２

１ 誤り。ストレングスモデルは，ラップ（Rapp, C. A.）

とゴスチャ（Goscha, R. J.）によって１９８０年代後半に

体系化された。ジャーメイン（Germain, C.）とギッ

ターマン（Gitterman, A.）によって体系化されたのは

生活モデルである。生活モデルでは，個人と環境が互

いに不可分な一体的関係にあるとし，これを「人と環

境との相互作用」という。生活モデルでは，問題とは，

個人が環境との相互作用に問題を抱えて不均衡になっ

た状態だとする。

２０



（福祉臨床シリーズ編集委員会編『精神保健福祉士シリーズ⑥精神保
健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ（第２版）』弘文堂，２０１６年（以下
『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』弘文堂），pp．５～６）

２ 正しい。カンザス大学のラップとゴスチャによって

研究が進められ，精神障害者のためのケースマネジメ

ントの一類型として有効なプログラムモデルである。

プログラムモデルがどのくらい適合しているのかを把

握するフィデリティ評価尺度も開発されている。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２６８
～２６９）

３ 誤り。調査→診断→治療の流れでクライエントの

パーソナリティの発達を強化するのは治療モデルであ

る。このモデルでは，クライエントが抱える問題やで

きないこと，欠けていることや病気・障害に焦点が定

められることになる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２６３
～２６５）

４ 誤り。支援過程の監督者はクライエントであり，仕

事の主要な場所は地域である。ラップとゴスチャによ

るストレングスモデルの６原則は次のとおり。①精神

障害者はリカバリーし，生活を改善し高めることがで

きる，②焦点は欠陥でなく，個人のストレングスであ

る，③地域は資源のオアシスとしてとらえる，④クラ

イエントこそ支援過程の監督者である，⑤ワーカーと

クライエントの関係性が根本であり本質である，⑥わ

れわれの仕事の主要な場所は地域である。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑤精神保健福祉の理論と相談援助の
展開Ⅱ（第２版）』中央法規出版，２０１４年（以下『精神保健福祉の理
論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版），pp．２６４～２６５）

５ 誤り。ストレングスモデルは，支援者ではなく，ク

ライエント自身のもつ特性や技能，関心，願望，さら

に環境のもつストレングスをアセスメントし，支援す

る。信頼関係のある支援者の存在は本人を取り巻く社

会資源というストレングスの１つになりうるが，支援

者のもつストレングスはストレングスモデルとは直接

関係がない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．７４
～７５）

問題 １２２ 正答 ４

１ 誤り。集団で行う心理教育では，アドヒアランスの

向上が期待できる。その他に，クライエントや家族が

主体性を回復することや，社会資源の適切な理解や利

用の促進，グループを通じた他者とのかかわりによる

社会的交流の拡大が効果としてあげられる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．５７
～６０）

２ 誤り。IMR（Illness Management and Recovery；

疾患管理とリカバリー）は，精神障害者自身が設定し

たリカバリー目標の実現に向け，効果があるとされる

複数の支援方法（動機づけ面接や認知行動療法など）

を組み合わせて提供するプログラムであり，９つの

テーマから成り立っている。同じくリカバリーを目指

すピアサポートプログラムは，WRAP（Wellness Re-

covery Action Plan；元気回復行動プラン）である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．６６，
pp．２８５～２８６）

３ 誤り。家族心理教育の基本構造は，①疾病・障害と

治療についての情報の共有（教育的部分），②それら

疾病や障害による日常的なストレスへの対処能力の向

上，③共通した困難を抱えるもの同士のサポートと社

会的ネットワークの強化の３点である。選択肢は認知

行動療法の基本モデルの構成要素である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２０７
～２０８，pp．２１７～２１９）

４ 正しい。近年では，専門家による家族心理教育のほ

かに，家族による家族教育も広がりをみせている。家

族を対象に，トレーニングを受けた家族による講義等

の教育プログラムが提供される。最も普及しているプ

ログラムとして，アメリカの家族組織NAMI（Na-

tional Alliance on Mental Illness）による「Family―to―

Family Education Program（FFEP）」があり，日本

でも試行されている。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．１０６）

５ 誤り。CRAFT（Community Reinforcement and

Family Training；コミュニティ強化と家族訓練）は

アルコール依存や薬物依存の問題に悩む家族のために

アメリカで開発されたプログラムである。本人が治療

を拒否する際に，まずはその家族を支援し，コミュニ

ケーションを変容させることで，本人を治療に結びつ

けることを目指す。CRAFTは，本人の依存性物質使

用を減らすことだけではなく，家族の生活の質の向上

にも役立つとされる。

（J. E. スミス・R. J. メイヤーズ，境泉洋・原井宏明・杉山雅彦監訳
『CRAFT 依存症患者への治療動機づけ――家族と治療者のための
プログラムとマニュアル』金剛出版，２０１２年，pp．�～�）

問題 １２３ 正答 ４

１ 誤り。リワーク支援では，うつ病の人に向けて認知

療法等により自動思考の修正が行われる。よって選択

肢は誤りである。自動思考とは，ある体験をしたとき

に自動的に起こる思考やイメージのことで，うつ病に

罹ると特に極端なものや否定的なものが出てくること

精神保健福祉の理論と相談援助の展開
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が多いとされている。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑦精神障害者の生活支援システム（第
３版）』中央法規出版，２０１８年（以下『精神障害者の生活支援システ
ム』中央法規出版），pp．１７２～１７３）

２ 誤り。うつ病のリワーク支援は，急性期の段階から

医療機関と企業，本人・家族が連携して取り組むこと

が重要である。よって選択肢は誤りである。一般に医

療機関は企業との連携が不得手で，企業のルールや風

土の理解も十分とはいえない。休職に至った背景を理

解し，再休職防止やスムースな職場復帰を進めるため

にも，早い段階から産業医や地域障害者職業センター

を含めた関係機関との連携が大切である。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．１７２～１７３）

３ 誤り。援助付き雇用モデルは精神障害者への適用に

困難のあった知的障害モデルの発想を転換し改良した

ものである。よって選択肢は誤りである。知的障害モ

デルが専門職主導により施設で十分に職業訓練を行っ

てから就労を目指すものであるのに対し，援助付き雇

用モデルはまず職場に本人をつなげてから支援者が職

場に出向いて行う職場内支援によって就労を目指すも

のである。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，p．１７５）

４ 正しい。就労支援の評価においては，就労率や賃金

の高さ等数値化される量的なものだけでなく，その仕

事がクライエントにとってディーセント・ワーク（働

きがいのある人間らしい仕事）となっているかどうか

をみることが大切である。職業リハビリテーションの

目的は，単にクライエントを納税者にするといった経

済的なものではなく，本人の生きがいに資するもので

あることが大切である。

（『精神保健福祉士養成セミナー５精神保健福祉の理論と相談援助の
展開Ⅱ（第６版）』へるす出版，２０１７年，pp．９５～９６）

５ 誤り。１９６８年のWHOの定義により，「医学的リハビ

リテーション」「社会リハビリテーション」「教育リハ

ビリテーション」「職業リハビリテーション」の主要

な４分野が明らかになり，今日ではそれらを包括的に

行う「統合リハビリテーション」の概念が一般化して

いる。「職業リハビリテーション」が「社会リハビリ

テーション」の中で行われるのではない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，p．１１３）

問題 １２４ 正答 ４

１ 誤り。選択肢の説明はエコマップのことである。エ

コマップは「生態地図」「社会関係図」と呼ばれ，家

族や友人，その周りの人々，各種社会資源の間の問題

状況を視覚化する手法である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２８７
～２８９，『新・社会福祉士養成講座⑦相談援助の理論と方法Ⅰ（第３
版）』中央法規出版，２０１５年（以下『相談援助の理論と方法Ⅰ』中央
法規出版），pp．１９６～２００）

２ 誤り。IPとは「Identified Patient」の略で，「患者・

クライエントとみなされる人」という意味であり，中

心人物と関係性が強い人物を指すものではないため誤

りである。家族の成員が表す不適応や問題行動はその

IPだけが原因となって生じる問題ではなく，家族が相

互に影響しあって原因が生じているという，家族シス

テムの問題としてとらえる。この考え方はシステム理

論に基づく家族療法で用いられることが多い。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．２０７，
『新・社会福祉士養成講座②心理学理論と心理的支援（第３版）』中
央法規出版，２０１５年（以下『心理学理論と心理的支援』中央法規出版），
p．２０４）

３ 誤り。ジェノグラムを開発したのはボーエン

（Bowen, M.）である。ハートマン（Hartman, A.）

は，生態学的視点から家族システムとそれを取り巻く

システムの相互関連状況を明らかにするためのエコ

マップを開発した。エコマップは，家族関係図である

ジェノグラムを中心に据え，本人を取り巻く社会資源

やソーシャルサポートネットワーク，その周囲の人々

等について記載する手法である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２８７
～２８９，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，
p．２７２）

４ 正しい。ジェノグラムは，ボーエンの家族システム

論から派生したもので，おおむね三世代にわたる世代

関係を図式化する。関係性の傾向，繰り返される問題

やライフイベントなどを把握するためのアセスメント

ツールとして活用される。また，複数の関係者でかか

わる際に情報やニーズを視覚的に把握し共有しやすく

なる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，p．２７２，
『相談援助の理論と方法Ⅰ』中央法規出版，pp．１９６～２００）

５ 誤り。選択肢の説明はソシオグラムのことである。

ソシオグラムは，グループメンバー間の関係パターン

について，相互作用を示す線や円などの記号を用い

て，人間関係の構造を明らかにするための手法であ

る。マッピング技法には，これらのほかに，タイムラ

インやファミリーマップなどがある。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．９８～９９，『相談援助
の理論と方法Ⅰ』中央法規出版，p．９２）

問題 １２５ 正答 ４

１ 誤り。精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）または（Ⅲ）は，

２２



ひょうぼう

精神科を標榜している保険医療機関において精神科

を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関

の保健師，看護師，准看護師，作業療法士または精神

保健福祉士が，精神疾患を有する入院中以外の患者ま

たはその家族等の了解を得て患家を訪問し，個別に患

者またはその家族等に対して看護及び社会復帰指導等

を行った場合に算定するものである。診療報酬制度に

位置づけられるサービスのため，障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総

合支援法）の障害支援区分認定の手続きは不要であ

る。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂，p．１８７）

２ 誤り。精神症状の再燃を防ぐためには，同居家族の

理解が欠かせない。精神障害は，疾患と障害の併存，

疾患や障害に対する認知と受容の困難性などの特徴に

より回復が妨げられやすい。これらについて，患者本

人だけではなく，家族も交えて理解を促し，継続的に

支援することが重要である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２３７
～２３８）

３ 誤り。精神科訪問看護の目的には，①患者本人の望

む社会生活の再構築，②精神症状の再燃防止への早期

対応，の２つの柱がある。服薬状況の確認だけでな

く，患者本人の希望する生活の実現に向けて家族関係

の調整や社会資源の紹介など多岐にわたる支援を行

う。症状の再燃防止への取組みは，社会生活の再構築

のプロセスとともにあるものである。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２３８
～２４０）

４ 正しい。精神科訪問看護に代表されるアウトリーチ

サービスにおいては，利用者の生活空間へ入り込むこ

とから，利用者が安心できるよう関係づくりを行い，

支援者の価値判断を利用者の生活空間へもちこまない

姿勢が求められる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂，p．１９０）

５ 誤り。精神保健福祉士は生活支援の視点からアセス

メント，計画作成を行い，必要なサービスや関係機関

とのマネジメント機能を発揮する。精神科訪問看護で

は，看護師とともに訪問することも多いが，各専門職

の専門性を活かしたチームで支援を展開することが重

要である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂，p．１９０）

問題 １２６ 正答 ２，３

１ 適切でない。精神保健福祉士として来談者の情報や

生活状況を把握することは必要であり，緊急性の度合

いによっては自宅訪問等のアウトリーチのかかわりも

検討が必要となる。しかし，専門家主導でアウトリー

チを行うことは，人権擁護上の問題にもかかわるた

め，十分な配慮が必要である。この場面では，初回面

談であること，Ｋさんの自宅訪問に関する意向が確認

できていないこと，この時点では夫のＬさんに関する

情報が不十分なことなどから，自宅訪問の提案をする

ことは適切とはいえない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，p．１８０，
p．２７９，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，
p．３０，pp．２０６～２１７）

２ 適切。子どもの前でＫさんが夫から暴力を受けてい

れば，これは児童虐待の防止等に関する法律（児童虐

待防止法）による子どもへの心理的虐待にあたる。こ

のような場合には児童福祉法第３３条に基づいて児童相

談所へ子どもの一時保護を依頼したり，Ｋさんが配偶

者から暴力を受けているとして配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第１０条に則り，裁

判所に保護命令の申立てを行うことなどができる。

（『新・社会福祉士養成講座⑮児童や家庭に対する支援と児童・家庭
福祉制度（第７版）』中央法規出版，２０１９年（以下『児童や家庭に対
する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版），pp．２４４～２４５，
pp．２６５～２６６）

３ 適切。緊迫した暮らしのなかで，健康を害したり心

理的外傷を深めていたりすることも多いため，親子そ

れぞれが安心して暮らすための支援も必要である。

よって今後，暴力があったときのために，１１０番通報

をする意思の確認や，物理的な距離を置くための逃げ

場所の検討などをしておくことも重要である。

（『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版，
pp．２５７～２６０）

４ 適切でない。どのような原因があろうと暴力行為の

責任は振るった本人にあり，被害を受けているＫさん

と暴力の原因を探すことは適切ではない。この状況で

はまず被害者アイデンティティをもって対応できるよ

うに働きかけることが大切である。選択肢にある暴力

を誘発するトリガー（引き金）を点検し，再発防止プ

ランを考えるのは，暴力加害者へのアプローチであ

る。

５ 適切でない。変化への希望を話し合うことは，動機

づけ面接におけるチェンジトークであり，変化への動

機づけを支援するものである。それはＫさんの主体的

な行動の変化に向けて行われるもので，「Ｌさんの暴

力がなくなってほしい」という，コントロールできな

い変化を話し合うことではない。また，切迫したこの

状況では動機づけ支援以前に積極的な情報提供でＫさ

精神保健福祉の理論と相談援助の展開

２３



んと子どもの安全を図ることが重要である。

問題 １２７ 正答 １

１ 正しい。グループワークの展開過程には，準備期，

開始期，作業期，終結期があり，開始期はグループの

活動が始まり参加するメンバー間の関係性を形成する

段階である。この段階で，グループの目標やルールな

どを含め活動の留意点などを説明し，契約を交わす。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．４５
～４６）

２ 誤り。波長合わせを行うのは準備期である。作業期

は，参加しているメンバー間に相互作用が生まれ，そ

れぞれの課題の解決や達成に向けたグループでのプロ

グラムを展開していく時期である。この時期は，社会

資源の媒介やワーカーとメンバーの体面的な関係を深

め，グループ内の相互援助システムを形成し活用する

など，グループ内の課題解決能力を高める段階である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．４５
～４６）

３ 誤り。グループの目標達成，参加メンバーの目標達

成，設定されていた期間の終了，効果がみられない場

合などに終結期となる。これまでの活動を振り返り，

評価を行い次の活動につなげていく時期である。選択

肢のアイスブレイク（ウォーミングアップともいう）

は，開始期に行うことでメンバー間の緊張を緩和した

り，グループへの導入をスムーズにしたりする方法で

ある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．４５
～４６）

４ 誤り。ワーカーとメンバーの体面的関係を深めるの

は作業期である。準備期は，グループに参加するメン

バーのアセスメントを行い，個々のメンバーの課題を

把握し，グループの目標を設定する。また各メンバー

と波長合わせ（予備的感情移入）を行い，ワーカーが

あらかじめ参加メンバーの感情を理解したり，ワー

カー自身のグループに対する感情を客観的に把握した

りすることも必要である。グループの円滑な展開のた

めの雰囲気づくりなども行う時期である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．４５
～４６）

５ 誤り。個々のメンバーの課題などのアセスメントを

行うのは準備期である。開始期は，メンバーとの契約，

参加者間の凝集性を高め，アイスブレイク（ウォーミ

ングアップ）を行いグループへの導入をスムーズに

し，メンバーの課題に沿ったプログラム計画を立て

る。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．４５
～４６）

問題 １２８ 正答 ５

１ 適切でない。Ａさん自身も自分の体調や精神的な不

安を抱えているので，受診することは必要になる可能

性はあるが，今の段階でＡさん自身が精神科を受診す

ることは適切ではない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９７
～１００）

２ 適切でない。Ｂさんを入院させることで，Ａさんの

心の余裕を取り戻す時間の確保ができるかもしれない

が，Ｂさんの精神的な症状としてひきこもり（陰性症

状）に対して入院という選択は人権的にも適切ではな

い。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９７
～１００）

３ 適切でない。家族療法は，家族システムやその構造

に介入する心理療法として発展してきた手法である。

家族心理教育や当事者向けの心理教育は病気の理解を

するうえでは望ましいが，現段階でＢさんと一緒に受

けることはＡさんの負担も大きく適切ではない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９７
～１００，p．１０３）

４ 適切でない。Ａさんに介護保険でのサービス利用を

進めることは，家事負担の軽減など場合によっては有

効であるが，介護保険の手続きや今後の生活について

の見通しなども必要になってくる。今の生活の中でＡ

さんの心の負担を軽減することを考えると，現時点で

は適切ではない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９７
～１００）

５ 適切。現在，孤立無援の状態であるＡさんに対して

様々な支援が考えられるが，患者本人へのはたらきか

けだけでなく，家族サポートグループでいろいろな家

族からの話を聴いたり，仲間とのつながりでエンパワ

メントされていく可能性も高い。Ａさんを生活者の視

点でとらえたリカバリー支援が求められる。すなわち

Ａさん自身が障害のある息子との暮らしのなかで人生

の目的や生きがいを見つけて生活していけるよう，社

協の活動や，家族会などの資源につなげることが大切

である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１０３
～１０８，pp．２３６～２３７）

２４



問題 １２９ 正答 ４

１ 誤り。コンサルテーションとは，専門職間の相互関

係の中で，それぞれの専門性を超えて行われる助言や

支援等をいう。専門職に限らずインフォーマルな資源

を含めたものはソーシャルサポートネットワーク活動

であり，そのなかに立場や役割を超えた対話や活動が

ある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．３３９
～３４１）

２ 誤り。コンサルテーションには，ソーシャルワー

カーの援助技術の向上や展開を目指して行われる研修

型，組織そのものが助言対象となるシステム介入型の

ほか，クライエントの問題解決を目指して効果的に援

助するために行われる問題解決型がある。問題解決型

コンサルテーションは一人のコンサルティを対象とす

るものと，複数のコンサルティを対象にするものがあ

る。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．３３９
～３４１）

３ 誤り。問題解決モデルは行動コンサルテーションの

１つであり，コンサルティの問題解決能力を重視し，

コンサルティの様々なスキルが向上することを目指し

ているモデルである。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．３３９
～３４１）

４ 正しい。社会・対人影響モデルは行動コンサルテー

ションの１つであり，コンサルティの問題解決過程よ

りもコンサルタントのコミュニケーションの取り方や

それによる影響など，関与方法を重視するモデルであ

る。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．３３９
～３４１）

５ 誤り。コミュニティメンタルヘルス活動において，

クライエントを支援する援助者への支援の有効性に気

づき，メンタルヘルスモデルとして方法を確立したの

はカプラン（Caplan, G.）である。カプランのメンタル

ヘルスモデルはコンサルテーションの古典的な理論モ

デルといわれる。ビアーズ（Beers, C. W.）は自身の

入院体験をもとに１９０８年に著書『わが魂にあうまで』

を出版し，精神衛生運動を始めた人物である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．３３９
～３４１）

問題 １３０ 正答 ５

１ 誤り。ヘルパーセラピー原則とは，リースマン

（Riessman, F.）が提唱した言葉で，援助を与える

人々が最も援助されるということであり，セルフヘル

プグループでは重要な考え方である。誰かの役に立つ

という経験が自尊感情や自己効力感を高めることで，

援助を受ける側だけでなく援助をする側も何かを受け

取っているということである。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．６３
～６５，pp．２２８～２３０）

２ 誤り。体験的知識とは，人々の体験によって正しさ

や有効性が確かめられた知識のことであり，素人考え

とは区別される。教科書的な知識ではなく，当事者で

しか経験できないことを知識として支援に活かすこと

であり，専門職の支援とも区別している。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．６３
～６５，pp．２２８～２３０）

３ 誤り。エンパワメントとは，もとは差別や抑圧を受

けてきた人々（マイノリティ）がこのような状況に対

して抵抗や変革を求めていく際の運動理念だった。こ

の影響を受けたエンパワメント志向のソーシャルワー

クとは，人々が自分自身の力でよりよい方向に自身の

能力や力量を活用できるよう支援することである。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，p．７３）

４ 誤り。ソーシャルインクルージョンとは，「社会的

包容力」「社会的包摂」などと訳され，すべての人々

を孤独や孤立，排除や摩擦から援護し，健康で文化的

な生活の実現につなげるよう，社会の構成員として包

み支え合うことである。すなわち障害者らを社会から

隔離・排除するのではなく，社会の中で共に助け合っ

て生きていこうとする考え方のことである。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．３４０
～３４５）

５ 正しい。ピアサポートとは，精神疾患や精神障害の

あるもの同士（ピア（peer：仲間））が，体験を語り

合い，回復を目指す取り組みのことであり，同じ立場

の気持ちを汲み取り，本人に代わって代弁行為をした

り専門家に対して支援協力を要請したりすることであ

る。アルコールや薬物依存症の自助グループ，がんや

難病などの患者やその家族などの様々な分野に広がっ

ている。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．６３
～６５，pp．２２８～２３０）

問題 １３１ 正答 ５

１ 誤り。地域アセスメントでは，地域の「弱さや課題」

よりも「強みやよさ」に着目し，活用可能な資源を発

見し，地域力の評価を行う。一方，地区診断は，地域

精神保健福祉の理論と相談援助の展開
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に顕在化・潜在化している病理や問題点を探る「医学

モデル」や「疫学モデル」を基本としている。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．３０３）

２ 誤り。地域アセスメントで把握する項目としては，

国勢調査や世論調査など統計資料等を含む。その他

に，行政区域や地域性格など地域特性，公共施設，医

療・保健・福祉関係施設など公的サービス，町内会や

自治会など各種団体を含む住民組織や職種・職域組

織，そしてコンビニエンスストアやスーパーマーケッ

トなど生活関連産業等があげられる。

（『新・社会福祉士養成講座⑨地域福祉の理論と方法（第３版）』中央
法規出版，２０１５年，pp．１５０～１５１）

３ 誤り。SWOT分析とは，目標を達成するために意

思決定を必要としている組織や個人の，プロジェクト

などにおける，４つ（強み；strengths，弱み；weak-

nesses，機会；opportunities，脅威；threats）のマト

リックスをクロス分析し評価を行う手法である。Ｓ（強

み）とＷ（弱み）は内部環境とその現状評価であり，

Ｏ（機会）とＴ（脅威）は外部環境とその将来予測で

ある。重要なのはトップダウンではなくボトムアップ

方式で検討することである。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．３０８
～３０９）

４ 誤り。選択肢の記述は，福祉計画の策定方法で用い
しゅうれん

られるデルファイ法（アンケート収斂法）の説明で

ある。ベンチマーク方式とは，計画に関する具体的な

数値目標を設定し，その数値と実績を比較することに

よって達成度を測り，行政評価を行う方法である。

（『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画（第５版）』中央
法規出版，２０１７年，p．１３７，p．１５３，『新・社会福祉士養成講座⑪福祉
サービスの組織と経営（第５版）』中央法規出版，２０１７年（以下『福
祉サービスの組織と経営』中央法規出版），p．８１）

５ 正しい。バランススコアカード（balanced scorecard ;

BSC）とは，アメリカのキャプラン（Kaplan, R. S.）と

ノートン（Norton, D. P.）が開発した従来の財務的指

標中心の業績管理手法の欠点を補う経営戦略の手法で

ある。BSCでは，「顧客」「仕事（内部プロセス）」「財

務」「人材（学習と成長）」という４つの視点のバラン

スをもとに，戦略的方向性の明確化や業績の定期的評

価を行う。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．３０５
～３０８，『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版，pp．８２～８３）

問題 １３２ 正答 ４

１ 適切でない。この時点で大切なことは，Ｄさんのこ

れまでの困難を傾聴して支持しつつ援助関係を構築す

ることであるため，適切とはいえない。なお，Ｄさん

は母親をケアする人（ケアラー）でもあると考えられ

るため，Ｄさん自身の課題への支援と同時に，家族と

してのＤさんへの支援やエンパワメントを考えていく

ことが大切である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．１０１，
pp．１０９～１１１）

２ 適切でない。確かに，医療機関の情報提供も大切と

考えられる。しかし，この時点での相談者はＤさんで

あり，まずはＤさん自身の思いや母親との関係につい

てしっかりと傾聴し，同時にアセスメントを行ってい

くことが大切であるため，適切とはいえない。また，

この時点でＤさんの母親が医療機関につながっていな

いという記述は事例からは読み取れない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．１０１，
pp．１０９～１１１）

３ 適切でない。確かに，Ｄさんと一緒に考えるという

姿勢は大切である。しかし，インテーク場面では，ま

ずＤさんの話を傾聴し主訴を把握することや信頼関係

を構築することが大切であるため，適切とはいえな

い。なお，問題解決技法は家族心理教育等の家族支援

においても用いられる技法である。

（福祉臨床シリーズ編集委員会編『精神保健福祉士シリーズ５ 精神
保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ（第２版）』弘文堂，２０１６年（以下
『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂），pp．１３８～１４１）

４ 適切。この時点においてＥ精神保健福祉士には支持

的に傾聴しつつＤさんとの信頼関係を構築することが

求められる。さらには，母親とのかかわりの工夫を尋

ねることで，Ｄさん自身のストレングスや対処スキ

ル，周囲のサポート等についてアセスメントを行うこ

とが大切である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１０９
～１１１）

５ 適切でない。援助を求めているのはＤさんであり，

Ｄさんへのインテークとして母親との関係を含む現在

までの経緯や主訴等について，Ｄさんとの関係を深め

つつ聞いていくことが大切であるため，適切とはいえ

ない。また，母親との同行受診を勧めることは，本来

援助を受けるべきＤさんに，母親のケアラーとしての

役割を強いることにつながるおそれがある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂，pp．１３８～１４１）

問題 １３３ 正答 ２

１ 適切でない。ARP（Alcoholism Rehabilitation Pro-

gram；アルコールリハビリテーションプログラム）

は，主に精神科の医療機関で行われるアルコール等依
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存症患者を対象とした治療プログラムであり，うつ病

の人は対象とならないため適切ではない。なお，ARP

はアルコールの勉強会や飲酒欲求への対処技術を身に

つける認知行動療法等を組み入れたプログラムとなっ

ている。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．５２
～５４）

２ 適切。SST（Social Skills Training；社会生活技能

訓練）は，グループで行うものであっても個別化が重

視されており，Ｄさんが個別に習得したい母親への対

処スキルを本人のペースで段階的に練習し身につけて

いくことが期待できる。なお，精神疾患のある家族と

のかかわりについて家族SSTを病院・施設等で行って

いるところもある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．６０
～６３，p．１０５，p．１１３）

３ 適切でない。WRAP（Wellness Recovery Action

Plan；元気回復行動プラン）は，日常生活をより元気

に生活するため，またなりたい自分になるために自分

でつくる行動プランを作成するものであり，母親への

対処で困っているＤさんにとって適切とはいえない。

なお，将来的な燃え尽きや危機に対処するための備え

として，今後WRAPを導入していくことも考えられる。

（メアリー・エレン・コープランド，久野恵理訳『元気回復行動プラ
ン WRAP』道具箱，２００９年，pp．７～９）

４ 適切でない。IPS（Individual Placement and Sup-

port；個別職業紹介とサポート）は，一般雇用を目指

す精神障害者に対して就労してからの支援（Place

then Train）を行うものであり，休職から職場復帰に

向けて動いているＤさんへの支援として適切とはいえ

ない。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，p．２６８）

５ 適切でない。IMR（Illness Management and Recov-

ery；疾病管理とリカバリー）は，精神障害のある人

が各自に適した方法で疾病の自己管理を行うものであ

り，母親への対処で困っているＤさんにとって適切と

はいえない。なお，IMRはWRAPと同様に，リカバ

リーをすすめることを目標にした，科学的根拠に基づ

く実践（EBP）の１つである。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．２８５
～２８６）

問題 １３４ 正答 ３

１ 適切でない。自立生活援助は，グループホームや入

所施設から一人暮らしを目指す知的障害や精神障害の

ある人に対し，定期的な巡回訪問や必要時の適切な対

応を行うことにより，本人の意思を尊重した生活が送

れるよう支援するものである。母親と同居するＤさん

の利用は適切とはいえない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１１０）

２ 適切でない。職場適応援助者（ジョブコーチ）の役

割は，障害のある人が職場で安定して働き続けられる

ように，主に職場に出向いて支援を行うことである。

家族（母親）に対して当事者（Ｄさん）の職業生活を

支えるための助言を行うこともあるが，うつ病を患う

母親との関係性に問題を抱えるＤさんにとって適切と

はいえない。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．１５０～１５１）

３ 適切。家族セルフヘルプグループ（家族会）は，障

害のある人の家族による家族支援や社会活動のために

運営され，疾患や社会資源の知識や情報，家族との体

験や対処方法について共有し，家族自身のリカバリー

を目指すグループであるため，Ｄさんにとって適切と

いえる。精神保健福祉士には，クライエントを障害の

ある人としてだけみるのではなく，家庭の事情をもつ

一人の生活者としてみる視点が求められる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１０６
～１０７）

４ 適切でない。確かに，障害のある家族（母親）への

十分な支援こそがケアラーとしての家族（Ｄさん）に

必要な支援とする考え方も大切である。しかし，包括

型地域生活支援プログラム（ACT）は，重度の精神

障害のある人の地域生活を支えるために多職種チーム

による２４時間３６５日の危機介入を含めた包括的な支援

を提供するものであり，Ｄさんや母親がその対象とな

るとは事例から読み取れないため，適切とはいえな

い。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．１０７，
pp．１４０～１４１）

５ 適切でない。居宅介護は，障害のある人の自宅にお

いて，入浴，排泄等の身体介護や掃除，洗濯等の家事

援助のサービスを提供するものである。確かに，当初

はＤさんの家事負担の大きさも問題であったが，この

時点では母親の状態も改善しており，Ｄさんの主な

ニーズが家事や母親の介護にあるとは事例から読み取

れないため，適切とはいえない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１０９）

問題 １３５ 正答 ５

１ 適切でない。ＦさんとＧ精神保健福祉士による初回

面接であるため，情報収集を行う前に，Ｆさんからの

精神保健福祉の理論と相談援助の展開
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信頼を得るためにも，Ｆさんの不安や焦りなどの気持

ちを受容し，共感的態度で接することが求められる。

そうすることで，Ｆさんは安心して自分のことを話す

ことができる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２７７
～２８１）

２ 適切でない。初回面接であり，この時点でＦさんの

ニーズは明確になってはいない。リハビリテーション

計画を策定するうえで，機能評価を行う意味はある

が，それはＦさんのリハビリテーションの目標が明ら

かになってから，Ｆさんとともに行う作業である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．１５８
～１６８，pp．２７７～２８１）

３ 適切でない。精神障害者は疾患と障害を併せもって

いるが，精神保健福祉士は医療的側面ではなく，社会

福祉的側面から支援する専門職であることから，精神

保健福祉士への相談において医師の許可は不要であ

る。一方，精神保健福祉士法第４１条第２項において，

「精神保健福祉士は，その業務を行うに当たって精神

障害者に主治の医師があるときは，その指導を受けな

ければならない」とあり，今後，Ｆさんへの支援を行

ううえでＧ精神保健福祉士には必要に応じて主治医と

連携することが求められる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２４５
～２４６）

４ 適切でない。Ｆさんが自ら相談に訪れた主体者であ

ることから，まずはＦさんの話を聞く姿勢が求められ

る。そのうえで，今後の支援計画を立てる際に多面的

に情報を得る必要がある場合には，Ｆさんの同意を得

て両親から話を聞くことになる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２７７
～２８１，pp．３０９～３１３）

５ 適切。初回面接は緊張するものである。まずはＦさ

んが安心して自分の思いを話せるよう心がけ，Ｆさん

が話しやすいところから話をしてもらう。精神保健福

祉士には，受容と共感的態度をもってのぞむ姿勢が求

められる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２７７
～２８１，p．３１７）

問題 １３６ 正答 ４

１ 適切でない。この場面では，Ｆさんはほかの患者が

どうしているのかを気にしている。Ｆさんの悩みや焦

りはＦさんに限ったものではないことを，精神障害の

ある経験者に出会うことで気づき，安心することがで

きる。当事者スタッフを目指すかどうかはＦさんが決

めることである。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．６４
～６５，pp．３３２～３３５）

２ 適切でない。精神障害者支援の理念の１つとしてリ

カバリーがある。精神保健福祉士は人が病気や障害を

抱えていても，人生における新しい意味と目的を発展

させることができることを信じて支援する。経験者の

話を通じてＦさんが自分の人生をどのように生きてい

くのか考えていくことを支援することが重要である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．７５
～８０）

３ 適切でない。Ｆさんは両親から薬のことを聞かれて

いるが，服薬の必要性についての判断を当事者のグ

ループ活動に任せることは適切ではない。経験者が薬

とどのように付き合ってきたのかは参考になるが，服

薬を含む治療に責任をもつのは医師である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２５２
～２５５）

４ 適切。Ｆさんは自分と同じような経験をもつ人々と

の交流を通じて，人それぞれに回復の道筋があり，そ

れは自分で新たな意味づけを行うことができるものだ

と気づく。こうしたリカバリーの過程には希望が重要

であり，当事者のグループ活動ならではの効果であ

る。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．７５
～８０，『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，
pp．６４～６７，pp．３３２～３３５）

５ 適切でない。リカバリーの過程は専門職主導の支援

がすべてではない。ピアサポートやセルフヘルプグ

ループなどの仲間同士による支援は，既存のサービス

や専門職による支援とは異なるもう１つの選択肢（オ

ルタナティブ）である。それぞれの利点やＦさんの状

況に応じて，様々な支援の選択肢があることが重要と

なる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．３３２
～３３５）

問題 １３７ 正答 １，３

１ 適切。Ｆさんが発病したことによる両親の戸惑いや

これまでの苦労，そしてＦさんに対する両親の思いを

傾聴し，いままでの取り組みに理解を示すことが重要

である。治療が長くなれば家族も疲弊していくため，

家族のエンパワメントを図り，ともに考える姿勢を示

すことも必要となる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１０９
～１１４）

２ 適切でない。統合失調症の発症に家族が影響してい

２８



るという家族病因論は現在否定されている。精神保健

福祉士として，家族自身が生き生きと暮らす権利を保

障し，家族の人生を支援する視点が求められる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１０２
～１０３）

３ 適切。家族は，これまで精神疾患や本人とのかかわ

り方についての正しい知識にふれる機会が得られな

かったことも多い。また，家族の抱える不安や悩みを
ちゅうちょ

誰かに相談することを躊躇することもある。家族が

相談室を訪れたことを機会ととらえ，家族教室の内容

や様子について情報提供し，参加を促すことも重要で

ある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１０９
～１１４）

４ 適切でない。Ｆさんが主体であることを忘れてはな

らない。Ｆさんが自らの意思でデイケアへ通い始めた

ことはリカバリーへの第一歩ととらえる視点が重要で

ある。こうした変化に戸惑う家族の思いをまず受け止

めることが大切である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．１０９
～１１４）

５ 適切でない。家族支援の目的は精神障害者本人へ良

質なケアが提供されるよう家族を支援することではな

く，本人・家族ともにそれぞれの人生を歩めるよう支

援する視点が重要である。日本では長らく保護者制度

のもと，家族に様々な義務を担わせてきた。保護者制

度は，２０１３年（平成２５年）の精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（精神保健福祉法）の改正により２０１４

年（平成２６年）４月から廃止されているが，いまだ経

済的，心理的な負担を抱えている家族は多い。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９２
～１００）

問題 １３８ 正答 ５

１ 適切でない。Ｃ精神保健福祉士は両親の話の段階

で，頭から病気のレベルだと判断し，受療を勧めるの

は適切ではない。また，本人のスマートフォンを取り

上げようとすると暴力をふるうような現状の関係にお

いて，両親に本人を受療させるよう指導することは負

担であり，関係をさらに悪化させる可能性がある。こ

こはまず，ゲームだけを焦点にするのを避け，その背

景にあると思われる学校への不適応などを念頭に置き

ながら，本人から話を聞けるような信頼関係をつくる

試みが優先される。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．２７７
～２８１）

２ 適切でない。日本では，現状ではインターネット

ゲーム障害の自助グループは極めて少なく，簡単に連

れていける状況にはない。加えてＨさんの意向を考え

ずに自助グループに連れていくという提案は，クライ

エントの自己決定を尊重していない。なお，WHO（世

界保健機関）のICD―１１（２０１８年公表）では，インター

ネットゲーム障害は，「ゲーム障害」が正式な診断名

として採録された。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，p．３１３）

３ 適切でない。インターネットゲーム障害は，「イン

ターネット依存」といわれるように依存対象（Ｈさん

の場合，スマートフォン）から離れれば離脱症状も生

じる。Ｈさんと直接会わず，かつ契約解除によって生

じるリスクへの対応も検討しないままの助言は，精神

保健福祉士の支援としては適切ではない。

（『新・精神保健福祉士養成講座①精神疾患とその治療（第２版）』中
央法規出版，２０１６年（以下『精神疾患とその治療』中央法規出版），
p．２１１）

４ 適切でない。不登校児童生徒に対して教員や同級生

が迎えにいくことで生じる刺激を登校刺激という。登

校刺激は学年が上がるほどに心理的な負担となること

も多い。スクールソーシャルワーカーは，学校に戻る

ことを支援目標とするのではなく，児童生徒の自己決

定を重んじ，彼らの望む生き方を支援する姿勢が必要

である。よって「迎えにいく」となっている選択肢は

適切ではない。

（三原博光編著『日本の社会福祉の現状と展望』岩崎学術出版社，２０１１
年，p．１１６）

５ 適切。Ｈさんに伝えないままにスクールソーシャル

ワーカーが自宅訪問することは，本人に警戒心を与え

かねない。まずは，親を介して「会いたい」という気

持ちをＨさんに伝え，訪問を受け入れるかどうか本人

の気持ちを確認することから支援を始めていく。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．２２３）

問題 １３９ 正答 ３

１ 適切でない。両親が目の前の進学にこだわるのは，

Ｈさんの将来のことを心配するがゆえであると理解

し，まずはその気持ちを受容することが必要である。

この発言では，両親は批判されたと受け取りかねず，

ソーシャルワーカーがとるべき非審判的態度とはいえ

ない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．３１２
～３１３）

２ 適切でない。両親はＨさんの将来を心配しているた

め，大学に進学する提案をすれば両親は面談に積極的

精神保健福祉の理論と相談援助の展開
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になるかもしれない。しかし，支援の主体であるＨさ

んのいないところでＨさんのことを決めることはでき

ない。

（『新・精神保健福祉士養成講座③精神保健福祉相談援助の基盤（基
礎・専門）（第２版）』中央法規出版，２０１５年（以下『精神保健福祉相
談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規出版），pp．９２～９３）

３ 適切。両親もＪ先生もＨさんの将来のことを考える

がゆえに話が平行線をたどる状況になっている。Ｋ精

神保健福祉士が両者の思いを受容するとともに，その

思いを支持することで，Ｋ精神保健福祉士が思いを理

解してくれていると感じることができる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，p．３１９）

４ 適切でない。Ｊ先生は転校を提案しているものの，

両親は転校を希望していない。Ｋ精神保健福祉士が転

校を１つの選択肢であると考えたとしても，Ｊ先生に

近い立場から転校を提案することは，両親からすれ

ば，自分たちの考えを受け止めてもらえていないと感

じることになる。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，p．３１２）

５ 適切でない。医師は業務独占の資格であり，医師で

はない者が診断することはできないため，適切ではな

い。

問題 １４０ 正答 ２，４

１ 適切でない。「スマートフォンの所持禁止」という

一律的かつ審判的な提案は精神保健福祉士の支援とし

て適切ではない。精神保健福祉士は，一人ひとりのク

ライエントのニーズを認識し，審判的態度は慎まなけ

ればならない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版，pp．３１０
～３１２）

２ 適切。インターネットゲーム障害は家庭や学校，社

会の中で理解と予防が考えられる必要のある問題であ

る。会議などで課題を共有し，理解を進め，校内での

ルール作りなど学校でできる活動を考えることが大切

である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．２８１）

３ 適切でない。自助グループ（セルフヘルプグループ）

とは，社会生活上の生きにくさを抱えた当事者たちに

より運営されるグループであり，援助専門職から独立

しているところに意味がある。この時点で不登校の生

徒たちが自助グループを運営することは難しく，適切

ではない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．２２６）

４ 適切。Ｈさんの家族以外にも子どものオンライン

ゲームの問題などに悩んでいる家族がいる。そのた

め，教員との話し合いのうえ，インターネットゲーム

障害に関する家族向けの講座を開催することは有意義

である。潜在化しているニーズを掘り起こすことも精

神保健福祉士の役割である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．３２０）

５ 適切でない。スクールソーシャルワーカーに期待さ

れる機能として関係機関との連携がある。しかし，こ

の時点では，Ｈさんの課題が明らかになったに過ぎな

い。他校のスクールソーシャルワーカーや関係機関な

どと情報を共有し，地域におけるニーズを把握した上

で行政機関と連携することが必要である。

（『新・精神保健福祉士養成講座②精神保健の課題と支援（第３版）』
中央法規出版，２０１８年（以下『精神保健の課題と支援』中央法規出版），
pp．１７４～１７５）

問題 １４１ 正答 ３

１ 適切でない。住民は勇気をもって自発的に相談して

くれたのである。Ｂさんとどのような関係か，どのよ

うなことを希望するのかが明らかでない段階で，住民

に緊急時の対応を依頼するのは適切ではない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

２ 適切でない。電話による通報や相談で虐待を把握す

るためには，名前や住所，Ｂさんとどのような関係の

人なのかといったある程度の基本情報を把握する努力

が必要である。その際，相談者のプライバシーの保護

について丁寧に説明する。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

３ 適切。虐待と思われる状況について尋ね，生命の危

険性や医療の必要性等，安全確認を意識しながら聞く

ことは大切である。緊急性があると思われる場合は直

ちに訪問調査を行う必要がある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

４ 適切でない。Ｂさん家族のこれまでの状況について

知ることは，Ｂさん家族を理解し，見守る上で重要で

あるが，この場面で優先的に対応すべきこととは言い

難い。まずは緊急性を確認することが大切である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

５ 適切でない。通報してきたボランタリーな住民を虐

待相談のキーパーソンとみなすことは，責任や役割負

荷がかかり，適切ではない。相談を受けた地域包括支

援センターが市町村と連携して責任をもって対応する
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ことを伝えた上で，場合によって継続的な情報提供等

の協力を依頼することはある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

問題 １４２ 正答 １

１ 適切。訪問した時点でＢさん夫婦にとっての危機状

態といえる。話を聞く中で夫がＢさんの状況を理解で

きないことで暴力が発生していたことが確認できたも

のの，夫の暴力を虐待としてとらえ，行政と連携して

見守り続けることが必要である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

２ 適切でない。Ａ精神保健福祉士が訪問し，夫の話を

聞く中で，夫がＢさんの状況を理解できないことで暴

力が発生していたことが確認できた。夫の暴力は虐待

であり単にやめるように指導するのではなく，夫のＢ

さんの状態への理解を進める働きかけが具体的に必要

である。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

３ 適切でない。夫はＢさんの状況を理解できないこと

で怒声や暴力に至っていた。怒声や暴力に至ることに

共感するのではなく，混乱する夫の気持ちに寄り添い

傾聴するなどし，夫が怒声や暴力というかたちで感情

をぶつけることがないようにするかかわりが必要であ

る。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

４ 適切でない。Ｂさんの状況から認知症の可能性を疑

うことは重要だが，Ａ精神保健福祉士が入院させるか

否かの判断はすべきではない。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

５ 適切でない。Ａ精神保健福祉士が訪問した時点でＢ

さん夫婦にとっての危機状態といえる。しかし，話を

聞くなかで夫がＢさんの状況を理解できないことで暴

力が発生していると確認できたため，ここに介入する

必要がある。誰かがＢさんに付き添うという夫との関

係を見張るような提案は一時的で限界がある。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，pp．９～
１０）

問題 １４３ 正答 ５

１ 適切でない。任意入院とは本人の同意に基づく入院

であるが，Ｂさんから入院したいという思いは表明さ

れていない。

２ 適切でない。Ｂさんから就労したいという思いは表

明されていない。就労継続支援Ｂ型は，通常の事業所

に雇用されることが困難な障害者に，就労の機会を提

供するとともに，生産活動などの機会の提供その他就

労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練

などを行うものである。６５歳を超えても利用は可能で

あるが，サービス調整により利用できない場合もあ

る。

３ 適切でない。グループホームに入居したいという思

いは表明されていない。認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）は介護保険制度に基づくサービス

の１つである。

４ 適切でない。成年後見制度とは，認知症，知的障

害，精神障害などの理由で判断能力の不十分な場合

に，あらかじめ選任された後見人などが本人の利益を

考えながら法律行為を行い，本人を保護・支援するも

のである。「身近な金銭管理は自分で行いたい」とい

うＢさんが現時点で望むこととは異なっている。

５ 適切。Ｂさんはできることは自分で行いたいと希望

しているため，介護保険制度により家事援助など訪問

介護を利用しながら日常生活を送ることが望ましい。

精神保健福祉の理論と相談援助の展開
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精神保健福祉に関する制度とサービス

問題 １４４ 正答 ５

１ 誤り。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（精神保健福祉法）第３８条の２第１項において，精神

科病院又は指定病院の管理者は，医療保護入院者の定

期病状報告を厚生労働省の定めに従い定期（入院措置

が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以降

の１２か月ごと）に，最寄りの保健所長を経て都道府県

知事に報告しなければならないと規定されている。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑥精神保健福祉に関する制度とサー
ビス（第６版）』中央法規出版，２０１８年（以下『精神保健福祉に関す
る制度とサービス』中央法規出版），pp．５３～５６）

２ 誤り。退院後の生活環境に関する医療保護入院者や

その家族等からの相談に応じ指導を行う者として退院

後生活環境相談員の選任が，医療保護入院者を入院さ

せている精神科病院の管理者に義務づけられている

（精神保健福祉法第３３条の４）。なお，精神保健福祉

相談員は，都道府県知事又は市町村長が任命し，精神

保健センターや保健所等に配置される（同法第４８条）。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．６０，
p．６６）

３ 誤り。医療保護入院に同意する者として規定される

家族等に保護義務者は含まれない。１９９３年（平成５年）

の精神保健福祉法改正において，保護義務者の名称が

保護者となった。２０１３年（平成２５年）６月の同法改正

により保護者制度は廃止された。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．５３，
pp．６３～６４）

４ 誤り。医療保護入院者の退院促進に向けた取り組み

を推進するため，精神科病院管理者は医療保護入院者

退院支援委員会を開催する義務がある（精神保健福祉

法第３３条の６，精神保健福祉法施行規則第１５条の６）。

なお，精神障害者地域移行・地域定着推進協議会は，

精神障害者地域生活広域調整等事業（２０１４年度（平成

２６年度）施行）に規定された都道府県又は指定都市が

設置する協議会である。

（『精神保健福祉士養成セミナー⑥精神保健福祉の制度・サービスと
生活支援システム（第６版）』へるす出版，２０１７年（以下『精神保健
福祉の制度・サービスと生活支援システム』へるす出版），pp．２１～
２２，p．６８）

５ 正しい。精神保健福祉法第３３条の２において，精神

科病院の管理者は医療保護入院者を退院（医療保護入

院の終了であって，ほかの入院形態への移行も含まれ

る）させた場合，１０日以内に医療保護入院者の退院届

を，保健所長を経て都道府県知事に届け出なければな

らないと規定されている。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．５３～
５４）

問題 １４５ 正答 ３

１ 誤り。心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った

者の医療及び観察等に関する法律（医療観察法）によ

る指定入院医療機関の入院患者の退院は，地方裁判所

において裁判官，精神保健審判員の合議体によって審

判される。なお，この合議体では，退院後の地域生活

を考慮し精神保健参与員の意見が求められることが多

い。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．３２５～
３２６）

２ 誤り。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（障害者総合支援法）第２１条におい

て，市町村審査会による審査及び判定の結果に基づ

き，市町村が障害支援区分の認定を行うと規定されて

いる。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．１０７～
１０８）

３ 正しい。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（精神保健福祉法）第３８条の３第２項により，精神医

療審査会は都道府県知事より定期病状報告にかかる入

院患者の症状に関する審査を求められたときは，当該

入院患者の入院の必要性について審査し，その結果を

都道府県知事に通知しなければならないと規定されて

いる。

（『精神保健福祉の制度・サービスと生活支援システム』へるす出版，
p．９０，『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．４８
～４９）

４ 誤り。精神保健福祉法第３８条の５第２項において，

精神医療審査会は入院中の者又はその家族等から退院

請求や処遇改善請求があったときに，その請求に応じ

て審査を行う。そして，その結果を都道府県知事に通

知しなければならないと規定されている。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．４８～
４９）

５ 誤り。精神保健福祉法第１３条第１項において，精神

医療審査会の委員は，精神障害者の医療に関し学識経

験を有する者，精神障害者の保健又は福祉に関し学識

経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者か

ら都道府県知事が任命すると規定されている。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．４９）
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問題 １４６ 正答 １，３

１ 正しい。精神障害者の通院医療費は，１９６５年（昭和

４０年）の精神衛生法改正により通院医療費公費負担制

度として新設された。その後，２００５年（平成１７年）の

障害者自立支援法（現・障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援

法））制定により，育成医療，更生医療とともに，精

神通院医療として自立支援医療制度に移行した。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１９５）

２ 誤り。自立支援医療費（精神通院医療）支給認定実

施要綱に精神通院医療の対象及び医療の範囲が規定さ

れている。自立支援医療（精神通院医療）は，精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉

法）第５条に規定する精神障害者又はてんかんを有す

る者で，通院による精神医療を継続的に要する病状に

ある者に対し，その通院医療にかかる医療費の支給を

行うものである。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１１１，「自
立支援医療費の支給認定について」平成１８年３月３日障発０３０３００２号
（以下「自立支援医療費の支給認定について」））

３ 正しい。自立支援医療費（精神通院医療）は症状が

重篤な者のみを対象にしているわけではない。自立支

援医療費（精神通院医療）支給認定実施要綱の第２

精神通院医療の対象及び医療の範囲に規定されてい

る。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１１１，「自
立支援医療費の支給認定について」）

４ 誤り。自立支援医療（精神通院医療）は，市町村へ

申請後，精神保健福祉センターで要否の判定が行われ

る。精神障害者保健福祉手帳の交付がされていなくて

も，精神通院医療の要否については自立支援医療費

（精神通院医療）の支給認定判定指針により精神保健

福祉センターで判定が行われる。したがって，精神障

害者保健福祉手帳の交付が自立支援医療（精神通院医

療）の支給認定の要件とはならない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１３７，「自
立支援医療費の支給認定について」）

５ 誤り。自立支援医療（精神通院医療）の範囲は，精

神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対し

て，病院又は診療所に入院しないで行われる医療であ

る。外来診療，外来での投薬，精神科訪問看護，精神

科デイケア等が支給対象となる。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１３６，「自
立支援医療費の支給認定について」）

問題 １４７ 正答 ４

１ 誤り。介護保険制度のサービスを利用するための代

理申請は，家族や親族，成年後見人のほか，地域包括

支援センターや指定居宅介護支援事業者，介護保険施

設等にも認められている。なお，精神科病院所属の精

神保健福祉士には認められていない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１９９）

２ 誤り。地域包括支援センター設置の責任主体は，都

道府県ではなく，市町村である。設置主体は，市町村

または市町村から委託を受けた法人（老人介護支援セ

ンターの設置者，地方自治法に基づく一部事務組合又

は広域連合を組織する市町村，医療法人，社会福祉法

人，包括的支援事業を実施することを目的として設置

された公益法人又はNPO法人，その他市町村が適当

と認めるもの）である（介護保険法第１１５条の４６）。

（『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画（第５版）』中央
法規出版，２０１７年（以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版），
p．９６）

３ 誤り。市町村は，包括的・継続的ケアマネジメント

支援業務の効果的な実施のために，介護支援専門員，

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者，民

生委員その他の関係者，関係機関及び関係団体により

構成される会議（地域ケア会議）を置くように努めな

ければならないという努力義務が規定されている（介

護保険法第１１５条の４８）。

（「地域包括支援センターの設置運営について」平成１８年１０月１８日老
計発第１０１８００１号・老振発第１０１８００１号・老老発第１０１８００１号（以下「地
域包括支援センターの設置運営について」））

４ 正しい。地域包括支援センターは，保健師・社会福

祉士・主任介護支援専門員等を配置して，包括的支援

事業及び介護予防支援業務について制度横断的な連携

ネットワークを構築して実施する。包括的支援事業に

は，介護予防ケアマネジメント，包括的・継続的ケア

マネジメント支援，総合相談・支援，権利擁護などが

ある。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．９６，「地域包括支援セン
ターの設置運営について」）

５ 誤り。要介護認定の申請を行った結果，自立（非該

当）となった介護保険の被保険者は，介護保険制度の

サービスは利用できない。しかし，市町村が提供する

介護予防・日常生活支援総合事業など利用可能なサー

ビスについて地域包括支援センターに相談することは

できる。また，権利擁護業務として高齢者虐待の防止

や虐待を受けた高齢者，養護者等への支援機関の１つ

でもあるため，選択肢は誤りである。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．２０１，

精神保健福祉に関する制度とサービス
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『新・社会福祉士養成講座⑲権利擁護と成年後見制度（第４版）』中
央法規出版，２０１４年，p．１９２）

問題 １４８ 正答 １

１ 正しい。生活保護の生活扶助は，飲食物，被服費な

どの個人単位の生活費を年齢別に規定した第１類と，

光熱費，家具什器（道具）などの世帯単位の生活費を

世帯人数別に規定した第２類とを組み合わせたものが

これにあたる。給付は金銭給付で行われる。

（山縣文治・柏女霊峰編『社会福祉用語辞典（第９版）』ミネルヴァ
書房，２０１３年（以下『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房），p．２２８）

２ 誤り。家賃，間代，地代，住宅維持にかかわる費用

は住宅扶助に含まれる。なお，住宅扶助は地域別に定

められた基準額の範囲内で支給され，原則，金銭給付

である。

（『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房，p．１７８）

３ 誤り。義務教育の給食費は，義務教育の修学に必要

な費用として，教育扶助に含まれる。このほか，義務

教育に必要となる教科書やその他の学用品，通学に必

要となる通学用品が教育扶助にあてはまる。原則金銭

給付で生活扶助と併せて支給される。

（『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房，p．５８）

４ 誤り。医療機関の受診にかかる費用は，生活保護の

医療扶助にあたる。医療扶助は原則，保護の実施機関

から交付される医療券を指定医療機関に提出すること

によって医療を受けられる現物給付である。

（『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房，p．１５）

５ 誤り。生活保護では介護保険制度のサービスの利用

者負担にあたる費用は，介護扶助にあたる。介護扶助

は現物給付される。なお，介護保険の保険料の費用に

ついては，生活扶助に保険料分が加えられて給付され

る。

（『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房，p．３５）

問題 １４９ 正答 ３

１ 誤り。自立支援医療（精神通院医療）とは，外来診

療，デイケア，訪問看護などを利用しながら地域生活

を送る精神障害者の自己負担が軽減される制度であ

る。申請は市町村窓口で行う。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１２２，
pp．１３６～１３７）

２ 誤り。行政機関の訪問指導に関しては，「保健所及

び市町村における精神保健福祉業務運営要領」（平成

１２年３月３１日障発第２５１号）において，保健所が担う

業務の１つとして位置づけられている。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．２４１～
２４２）

３ 正しい。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（精神保健福祉法）第６条第２項に精神保健福祉セン

ターの業務が規定されている。その中に，精神障害者

保健福祉手帳の申請に対する決定業務が含まれてい

る。このほか，精神保健福祉センターは，精神保健及

び精神障害者の福祉に関する知識の普及と調査研究，

精神医療審査会の事務など，地域の精神保健福祉活動

の中核としての役割を担っている。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．４７～
４８）

４ 誤り。地域生活支援事業とは，障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総

合支援法）に基づき，障害者がサービスを利用しつ

つ，自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう市町村，都道府県が実施する事業であり，障害

者総合支援法第７７条，第７８条に規定されている。必須

事業と任意事業があり，市町村の必須事業として，相

談支援事業，成年後見制度利用支援事業，地域活動支

援センター機能強化事業などがある。都道府県の必須

事業として，発達障害者支援センター運営事業，精神

障害者地域生活支援広域調整等事業などがある。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．１１１～
１１４）

５ 誤り。日常生活自立支援事業は，認知症や知的障

害，精神障害により判断能力が不十分である人が地域

で自立した生活を送ることができるように，福祉サー

ビスの利用のための援助等を行う事業である。実施主

体は都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協

議会である。

（『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房，p．２９３）

問題 １５０ 正答 ４

１ 誤り。保護観察官は犯罪予防に関する事務に従事す

ると更生保護法第３１条に規定されている。犯罪予防を

目的として全国規模で行われている活動に「社会を明

るくする運動」がある。この運動は保護観察所や保護

観察官だけではなく，保護司や民間の関係団体とも連

携して行われている。

（『新・社会福祉士養成講座⑳更生保護制度（第４版）』中央法規出版，
２０１７年（以下『更生保護制度』中央法規出版），p．５９，pp．６２～６３，『精
神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．２９３～２９４）

２ 誤り。「ともだち活動」を行っているのはBBS会（Big

Brothers and Sisters Movement）である。「ともだち

活動」とは，非行のある少年と「ともだち」になるこ
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とを通じて彼らの自立を支援する活動であり，BBS会

における重要な活動である。BBS会は非行のある少年

や悩みのある少年たちに，兄や姉のような立場で接

し，相談にのるなどして立ち直りを支援する活動を行

う青年のボランティア団体である。更生保護女性会

は，犯罪や非行のない地域社会を実現しようとするボ

ランティア団体である。更生保護施設における自立の

ための料理教室の開催，各種レクリエーション活動へ

の協力，「社会を明るくする運動」の広報活動などさ

まざまな活動を行っている。

（『更生保護制度』中央法規出版，pp．７４～７５，『精神保健福祉に関す
る制度とサービス』中央法規出版，p．２９５）

３ 誤り。保護司法第７条で「保護司の任期は２年とす

る。但し再任を妨げない」と規定されている。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．２９４～
２９５）

４ 正しい。更生保護法第３２条において，保護司は「保

護観察官で十分でないところを補い，地方委員会又は

保護観察所の長の指揮監督を受けて，保護司法の定め

るところに従い，それぞれ地方委員会又は保護観察所

の所掌事務に従事するもの」と規定されており，法務

大臣から委嘱された非常勤の国家公務員である。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．２９４～
２９５）

５ 誤り。パート，アルバイト，派遣社員としても登録

できる。平成３０年版犯罪白書によると，協力雇用主の

業種でもっとも多いのは，２０１８年（平成３０年）４月１

日現在，建設業（５１．７％）が過半数であり，次いでサー

ビス業（１３．５％），製造業（１１．２％）となっている。

協力雇用主とは，対象者に就労の場を提供し，日常生

活の相談や，健全な社会人としての見本を提供すると

いう役割をもっている。

（法務省『平成３０年版犯罪白書』，『精神保健福祉に関する制度とサー
ビス』中央法規出版，p．２９６）

問題 １５１ 正答 １

１ 適切。更生保護法第２９条第２項には，「犯罪の予防

を図るため，世論を啓発し，社会環境の改善に努め，

及び地域住民の活動を促進すること」が保護観察所の

業務の１つとして規定されている。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．２９０）

２ 適切でない。個別恩赦は，内閣の閣議により決定す

る。個別恩赦の手続きは，刑事施設の長，保護観察所

の長が中央更生保護審査会に上申し，同審査会の調査

と判断を経て，法務大臣に恩赦の実施について申し出

を行う。その後内閣が閣議により決定し，天皇がこれ

を認証する。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．２８４）

３ 適切でない。地域生活定着支援センターの実施主体

は，都道府県である。適切な社会福祉法人等への委託

も可能である。地域生活定着支援センターは，刑務所

に入所中の高齢者や障害者が対象であり，保護観察所

からの依頼によって，対象者が出所後にスムーズな地

域生活が行えるよう対象者が入所中から支援を行う機

関である。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３０６）

４ 適切でない。仮釈放の許可決定は，地方更生保護委

員会が仮釈放の基準に該当すると判断した場合に行わ

れる。仮釈放の許可決定がなされ，仮釈放が行われた

後は保護観察所による保護観察となる。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．２８４～
２８８）

５ 適切でない。医療観察法の鑑定入院は，地方裁判所

が本人に鑑定入院命令書を出し，決定する。また，裁

判所は鑑定医に鑑定の依頼をする。さらに保護観察所

には，対象者の生活環境調査を依頼し，社会復帰調整

官がこの役割を担う。社会復帰調整官は，対象者やそ

の家族と面接をして，これまでの生活歴や病歴などの

聴取を行う。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．３１９～
３２０）

問題 １５２ 正答 １

１ 正しい。クロス集計は，二変量の関連性を，度数を

もとに調べるときに用いる。例えば，今回の調査でク

ロス集計を用いることにより，「職場での悩みなどに

ついて精神障害のある者同士で話し合える場」の有無

が「勤続年数」とどう関連しているか明らかにするこ

とができる。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３７３）

２ 誤り。エスノグラフィーは，質的調査法である参与

観察の方法の１つである。民族誌とも訳すが，民族文

化を扱うだけではなく，あるフィールドで観察された

価値規範やフィールドで活動している人々の行動規範

などが調査目的となる。本事例では，量的調査法を用

いているため適切ではない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３７６）

３ 誤り。KJ法は，収集した質的データをカード等に

記入し，内容が本質的に似ているものをグルーピング

し見出しをつけ，それぞれのグループがどのような論

理的関連をもっているか考え，文章化していく分析方

精神保健福祉に関する制度とサービス
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法である。本事例では，５件法を用いて量的調査を

行っているため，KJ法による分析は適切ではない。

（『社会福祉士シリーズ５ 社会調査の基礎』弘文堂，２０１１年，p．２０６）

４ 誤り。修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー

チ（M‐GTA）は，調査対象者の言説を語句や文節，

構文などの単位で切片化せず，調査者の視点を尊重し

ながら，意味あるまとまりや文脈に沿っての解釈を構

造的に行う方法である。本事例は，５件法を用いて量

的調査を行っているため，M‐GTAによる分析は適切

ではない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３７８）

５ 誤り。アクションリサーチは，質的調査法における

観察法の１つである。フィールド全体の問題解決や価

値観の変革などを志向し，積極的にフィールドに参画

していく方法であるため，適切ではない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３７６）

問題 １５３ 正答 ４

１ 誤り。サービス等利用計画は，障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総

合支援法）に基づく計画相談支援の中で，障害福祉

サービス利用者の生活上の課題や希望に沿って目標を

定め，サービスを適切に利用するために作成される総

合的な計画である。市町村長から指定を受けた指定特

定相談支援事業者の相談支援専門員が作成する。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．１１５～
１１６）

２ 誤り。個別支援計画は，障害者総合支援法に基づく

事業所のサービス管理責任者により作成される。サー

ビス管理責任者は，サービス等利用計画に記された目

標や内容を踏まえて利用者に合ったサービスを提供す

るため適切に作成することが求められる。

（鈴木裕介・遠山真世著，二本柳覚編著『これならわかる＜スッキリ
図解＞障害者総合支援法（第２版）』翔泳社，２０１８年（以下『これな
らわかる＜スッキリ図解＞障害者総合支援法』翔泳社），p．５６）

３ 誤り。生活環境調整計画は，心神喪失等の状態で重

大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律（医療観察法）に基づいて，審判により入院による

医療が決定し指定入院医療機関に入院した対象者が，

退院し円滑に社会復帰できるよう，入院当初から継続

的に関わり，関係機関と連携しながら居住地の生活環

境を整える計画である。対象者の居住地（定まった住

居を有しないときは，現在地又は最後の居住地若しく

は所在地とする）を管轄する保護観察所（以下，居住

地保護観察所）を担当として，実際の生活環境の調整

が開始される。居住地保護観察所の長は，退院後の居

住地や生活設計について入院対象者や家族等の希望を

踏まえ，生活環境調整計画書を策定する。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．３４０～
３４２，「通院処遇ハンドブック」（https : //www.ncnp.go.jp/nimh/shihou
/tsuin_syogu_handbook.pdf））

４ 正しい。処遇実施計画は，医療観察法の中で，地方

裁判所の当初審判によって「入院によらない医療」と

決定された場合や退院が許可され「入院によらない医

療」への移行となる場合に，保護観察所の長によって

作成されることが定められている。内容は，社会復帰

調整官がケア会議等で対象者や関係機関と協議し，対

象者の希望，関係機関の処遇の内容・方法等を記載す

る。また対象者の状況に応じ見直しを行う必要があ

る。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．３４２～
３４３）

５ 誤り。個別治療計画は，医療観察法の中で指定医療

機関の多職種チーム（MDT：Multi‐Disciplinary Team）

により入院・通院処遇の中で対象者ごとに作成され

る。MDT会議などで対象者の希望を確認し，共通評

価項目によるリスクアセスメントや生活環境調整計画

または処遇実施計画の調整状況と照らし合わせて治療

方針を決定する。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．３３１～
３３４，p．３３７）

問題 １５４ 正答 ５

１ 誤り。自立訓練（生活訓練）は，知的障害者，精神

障害者を対象に２年間，障害支援施設もしくはサービ

ス事業所又は居宅において，入浴，排泄及び食事等に

関する自立した日常生活を営むために必要な訓練，生

活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行

う。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１１０）

２ 誤り。就労継続支援は，通常の事業所に雇用される

ことが困難な障害者に，就労の機会を提供するととも

に，生産活動の機会の提供その他就労に必要な知識及

び能力の向上のために必要な訓練を行う。利用期間は

定められていない。雇用契約に基づき継続的に就労す

ることが可能な６５歳未満の障害者を対象としている就

労継続支援Ａ型（雇用型）と，雇用契約に基づく就労

が困難である障害者を対象としている就労継続支援Ｂ

型（非雇用型）がある。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１１０）

３ 誤り。共同生活援助（グループホーム）は，主に夜
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間において共同生活を行う住居で，相談，入浴，排

泄，食事の介護，その他日常生活上の援助を行う。利

用対象者は，就労や就労継続支援等の日中活動を利用

している身体障害者，知的障害者，精神障害者及び難

病患者等であり，地域において自立した日常生活を営

む上で，相談等の日常生活上の援助を必要とするもの

である。事例では，「就労移行支援事業等を利用して

一般就労し，６か月以上雇用された人が就労に伴う生

活面の課題について相談ができる障害福祉サービス」

とあるため，共同生活援助は該当しない。

（『新・社会福祉士養成講座⑭障害者に対する支援と障害者自立支援
制度』中央法規出版，２０１９年（以下『障害者に対する支援と障害者自
立支援制度』中央法規出版），p．１１７，『精神保健福祉に関する制度と
サービス』中央法規出版，p．１１０）

４ 誤り。自立生活援助は，施設入所支援や共同生活援

助（グループホーム）等から一人暮らしへの移行を希

望する知的障害者や精神障害者等を対象とする。支援

内容としては，利用者の居宅を月２回以上訪問し，生

活状況や通院状況を確認するとともに随時の対応を行

い，円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサー

ビスである。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１１０，
p．１１７）

５ 正しい。就労定着支援は，生活介護，自立訓練，就

労移行支援，就労継続支援を利用して一般就労へ移行

後６か月以上過ぎた人が対象となる。就労そのものに

対する支援ではなく，一般就労をすることで生じた

「生活上の問題」等に対して支援を行うサービスであ

る。サービス利用期間は３年間で，１年ごとに支給決

定期間を更新する。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．１１０，『障
害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１１６，『こ
れならわかる＜スッキリ図解＞障害者総合支援法』翔泳社，pp．９２～
９３）

問題 １５５ 正答 ５

１ 誤り。社会復帰調整官は処遇の終了の申立てを行う

ことはできない。処遇の終了の申立てができるのは，

対象者，その保護者または付添人である。対象者が対

象行為を行った際の精神障害を改善し，同様の行為を

行うことなく，社会復帰の促進のために心神喪失等の

状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する法律（医療観察法）による医療を受けさせる必

要がなくなったとケア会議で判断された場合，保護観

察所の長は，地方裁判所に対し医療の終了の申立てを

行う。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３３７）

２ 誤り。通院処遇の通院前期であっても，処遇の終了

の申立てを行うことができる。通院期間は，前期・中

期・後期の３つの時間軸で分けられ，原則３年間の期

間満了まで処遇が実施される。処遇の終了には，通院

期別の規定はなく，医療観察法による医療が必要ない

と判断されれば，どの通院期であっても申立てを行う

ことができる。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３３７）

３ 誤り。指定通院医療機関の管理者は，処遇の終了の

申立てを行うことはできない。しかしながら，保護観

察所長による通院処遇の終了の申立てを行う際，当該

保護観察所長と協議し，指定通院医療機関の管理者の

意見を付さなければならないとされている。指定通院

医療機関の管理者の意見を基礎として裁判所で審判が

行われる。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３３７）

４ 誤り。通院処遇の対象者，その保護者または付添人

は，地方裁判所に対し，医療観察法による医療の終了

の申立てをすることができると規定されている。この

申立てがあった場合は，地方裁判所の合議体で医療観

察法による医療の終了，継続，期間の延長，却下の決

定をしなければならない。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，pp．３２０～
３２１，p．３３７）

５ 正しい。通院処遇対象者の保護者は処遇の終了の申

立てができる。対象者や保護者による申立ての場合

は，付添人に相談し手続きを行うことが望ましい。ま

た付添人がいない場合は，日本司法支援センター（法

テラス）の日本弁護士連合会委託援助業務を利用する

ことができるため，指定医療機関の精神保健福祉士等

は権利擁護としてこれらの情報を適切に提供する必要

がある。

（『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版，p．３３７，
pp．３４６～３４７，日本司法支援センター（法テラス）「受託業務」（https :
//www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/jutaku
gyoumu.html））
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精神障害者の生活支援システム

問題 １５６ 正答 ４

１ 誤り。障害者基本法第２条において，障害者とは身

体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含む。）そ

の他の心身の機能の障害がある者であって，障害及び

社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相

当な制限を受ける状態にあるものと規定されている。

精神障害者について，精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている者という規定はない。

２ 誤り。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（精神保健福祉法）第５条において，精神障害者とは

統合失調症，精神作用物質による急性中毒又はその依

存症，知的障害，精神病質その他の精神疾患を有する

者と規定されている。精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている者と限定する規定はない。

３ 誤り。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（障害者総合支援法）第４条におい

て精神障害者は，精神保健福祉法第５条に規定する精

神障害者（発達障害者支援法第２条第２項に規定する

発達障害者を含み，知的障害者福祉法にいう知的障害

者を除く。）のうち１８歳以上である者と規定されてい

る。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と

いう規定はない。

４ 正しい。障害者の雇用に関する法律（障害者雇用促

進法）第３７条第２項においては，障害者雇用率制度の

対象障害者に精神障害者は，「精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けているものに限る」と明記されてい

る。一方，同法第１条第４項では，同法律の対象者に

は，精神障害者保健福祉手帳を交付されている者だけ

でなく，統合失調症，躁うつ病（躁病及びうつ病を含

む。）またはてんかんにかかっている者も含むとある。

これは，精神障害者保健福祉手帳を交付されていなく

ても，職業リハビリテーションの対象であるためであ

る。

５ 誤り。障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（障害者差別解消法）第２条において，障害者と

は身体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含む。）

その他の心身の機能の障害がある者であって，障害及

び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に

相当な制限を受ける状態にあるものをいう。精神障害

者について，精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる者と限定する規定はない。

問題 １５７ 正答 ３，４

１ 適切でない。規則正しい生活へと援助するのは，谷

中輝雄が生活支援活動（生活モデル）と対比した社会

復帰活動（医療モデル）に基づくかかわりであり，生

活支援活動（生活モデル）に基づくかかわりは，「本

人の主体性へのうながし」である。１９７０年代からのや

どかりの里の実践から谷中が見出した生活支援活動

（生活モデル）は，個人の病理・問題性ではなく，環

境・生活を整えることに重点をおいており，精神障害

者の生活支援の基本的理念である。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑦精神障害者の生活支援システム（第
３版）』中央法規出版，２０１８年（以下『精神障害者の生活支援システ
ム』中央法規出版），p．６６）

２ 適切でない。クラブハウスモデルの起源は，１９４０年

代にニューヨークの精神科病院を退院した人たちが，

「We are not alone」を合言葉に自助グループをつ

くって活動を始め，「ファウンテンハウス」を設立し

たことにある。クラブハウスは，精神疾患のある人が

力を発揮できるよう希望と機会を提供するセンターで

あり，その運営を職員と利用者が対等な関係のもとで

行うことに特徴がある。クラブハウス事業を実施する

には「クラブハウスインターナショナル（Clubhouse

International；CI）」の認証を受ける必要があり，「ク

ラブハウス国際基準」が定められている。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．２７５～２７６）

３ 適切。統合的生活モデルに基づく地域生活支援は，

「精神障害者の主体的なサービス利用を動機づける視

点も含め，精神障害者とともに新しいサービスを生み

出していくことや，非専門職を含む社会的な支援構造

の形成」を意味する。統合的生活モデルは，医学モデ

ルと生活モデルの二項対立を超え，インフォームド・

コンセントなどの価値と理念を取り入れて新たに変化

してきた医療やリハビリテーションをも地域生活支援

に包含したモデルとして，田中英樹により提示され

た。

（田中英樹『精神障害者の地域生活支援――統合的生活モデルとコ
ミュニティソーシャルワーク』中央法規出版，２００１年，p．２２，『精神
障害者の生活支援システム』中央法規出版，p．７０）

４ 適切。社会復帰活動（医療モデル）においては，主

体が援助者であり，健康を管理する側に責任性があっ

たが，生活支援活動（生活モデル）においては，選択

肢のとおり，生活者が主体であり，自己決定・自己主

３８



張ができる存在であるよう支援をする。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，p．６６）

５ 適切でない。WRAP（元気回復行動プラン）は，

レジリエンスではなくリカバリーを理念としている。

病気に焦点をあてるのではなく，健康や元気に焦点を

あて，元気でいるために自分でできる対処法を自分で

考え，実行するプログラムである。具体的には，「元

気に役立つ道具箱」として，元気でいるために毎日す

ること，気分を乱す引き金，注意サインやそれに対処

するための行動などのリストを作成し，実践する。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑤精神保健福祉の理論と相談援助の
展開Ⅱ（第２版）』中央法規出版，２０１４年（以下『精神保健福祉の理
論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版），p．６７）

問題 １５８ 正答 ５

１ 適切でない。障害者虐待の防止，障害者の養護者に

対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）によ

れば，「使用者」とは「障害者を雇用する事業主又は

事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事

項について事業主のために行為をする者」とされてお

り（第２条第５項），社長のほか工場長，労務管理者，

人事担当者などが含まれる。また，「障害者に対する

著しい暴言，著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言

動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと」（第２条第８項第３号）は「心理的虐待」

である。しかし，十分な事実確認をせずにＧ精神保健

福祉士が単独で使用者による障害者虐待と断定するこ

とは望ましくない。

（厚生労働省・都道府県労働局「使用者による障害者虐待をなくそ
う」（https : //www.mhlw.go.jp/topics/2012/09/dl/tp0905-1_1.pdf））

２ 適切でない。障害者虐待防止法第２２条第２項に「使

用者による障害者虐待を受けた障害者は，その旨を市

町村又は都道府県に届け出ることができる」とあり，

Ｆさんは虐待を受けた場合，市町村障害者虐待防止セ

ンターに届け出ることができる。ただし，現時点では

Ｆさんは虐待を受けたと主張しているわけではないた

め，まずはＦさんの意向をよく聞き，事実確認等を進

めることが望ましい。

３ 適切でない。社会生活技能訓練（SST）は，個人の

生活を豊かにしていくために，コミュニケーションス

キルや対人行動の改善などを行う方法であり，Ｆさん

が社長とのコミュニケーションに悩んでいる場合には

有効であると考えられる。しかし，社長の対応が不適

切である場合には，問題の解決とならないため，Ｆさ

んのおかれた状況とＦさんの意向を確認する必要があ

る。

（『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規出版，p．６１）

４ 適切でない。地域障害者職業センターの職場適応援

助者（ジョブコーチ）による支援事業は，障害者が職

場に適応できるよう，障害者職業カウンセラーが策定

した支援計画に基づき，職場適応援助者が職場に出向

いて直接支援を行う。ＦさんがＹ社で継続して働くこ

とを希望する場合に，職場環境を調整するために職場

適応援助者を活用することは考えられるが，現在の状

況で職場適応援助者の利用は適切とはいえない。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．１５０～１５１）

５ 適切。障害者雇用促進法第１８条に「公共職業安定所

は，障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るた

めに必要があると認めるときは，障害者を雇用し，又

は雇用しようとする者に対して，雇入れ，配置，作業

補助具，作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関

する技術的事項についての助言又は指導を行うことが

できる」とあり，公共職業安定所との協力を検討する

ことは適切である。このことから，Ｇ精神保健福祉士

がＦさんに専門的な対応を公共職業安定所に相談して

はどうかと提案するのは適切である。

（『障害者虐待対応の手引き――養護者・障害者福祉施設従事者・使
用者による虐待対応帳票・事例』中央法規出版，２０１６年，pp．３００～
３０２）

問題 １５９ 正答 ３

１ 誤り。障害者職業カウンセラーが配置されるのは，

地域障害者職業センターである。障害者職業カウンセ

ラーは，職場適応援助者の養成や関係機関へ技術的事

項についての助言などを行うほか，精神障害者に対し

て就職に向けた相談から就職後のフォローアップまで

援助し，事業主の相談にも応じる。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，p．１５０）

２ 誤り。精神障害者雇用トータルサポーターが配置さ

れるのは，公共職業安定所である。精神障害者雇用

トータルサポーターは，事業所に対して精神障害者等

の雇用に関する意識啓発や理解促進，課題解決のため

の相談援助等を行うとともに，精神障害者に対して精

神症状に配慮したカウンセリングや就職準備プログラ

ムの実施等を行う。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，p．１４９）

３ 正しい。就労継続支援Ｂ型事業所にはサービス管理

責任者，職業指導員及び生活支援員が配置される。

サービス管理責任者は，利用者に対する効果的かつ適

切な支援を行う観点から，適切な方法により利用者の

精神障害者の生活支援システム

３９



解決すべき課題を把握した上で，個別支援計画の作成

及び支援の客観的な評価を行う。

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する
基準について」平成１８年１２月６日障発第１２０６００１号，障害者福祉・支
援制度研究会編『Ｑ＆Ａ 障害者福祉・支援の手引１』新日本法規出
版，p．４６８ノ８４）

４ 誤り。職場適応援助者（ジョブコーチ）が配置され

るのは，地域障害者職業センターである。障害者の就

労支援を行う社会福祉法人や，障害者を雇用する企業

等に雇用されている場合もある。職場適応援助者の支

援内容は，選択肢のとおりである。

（厚生労働省「職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業について」
（https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou
/koyou/shougaishakoyou/06a.html），『精神障害者の生活支援システ
ム』中央法規出版，p．１５０）

５ 誤り。就労支援員が配置されるのは，就労移行支援

事業所である。就労支援員は，障害福祉サービス事業

における就労系サービスの中でも就労移行支援事業所

のみに配置される。職場実習のあっせん，求職活動の

支援及び就職後の職場定着のための支援等，障害者に

関する就労支援の経験を有した者が望ましいとされて

いる。

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する
基準について」平成１８年１２月６日障発第１２０６００１号）

問題 １６０ 正答 ４

１ 誤り。基幹相談支援センターとは，地域の拠点とし

て総合的な相談（身体・知的・精神障害）及び成年後

見制度利用支援事業の実施等を目的とする施設であ

る。地域の実情に応じて，①総合的・専門的な相談支

援の実施，②地域の相談支援体制の強化の取組み，③

地域移行・地域定着の促進の取組み，④権利擁護・虐

待の防止の業務などを行う。基幹相談支援センターの

設置は市町村のほか，市町村から委託を受けた一般相

談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者が

できるとされ，選択肢は誤りである。

（「地域生活支援事業の実施について」平成１８年８月１日障発第
０８０１００２号）

２ 誤り。市町村は，自立支援医療（精神通院医療）の

申請の受理を行い，精神通院医療の要否については精

神保健福祉センターにおいて判定する。この判定結果

を受けて都道府県知事が支給認定決定を行う。支給認

定決定結果は，市町村を経由して申請者に交付するこ

ととなる。

（「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」平成１２年
３月３１日障発第２５１号（以下「保健所及び市町村における精神保健福
祉業務について」），「自立支援医療費の支給認定について」平成１８年

３月３日障発第０３０３００２号）

３ 誤り。２０１０年（平成２２年）の改正精神保健福祉法で

は，都道府県等に精神科救急医療体制整備の努力義務

が課せられた。

（「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」）

４ 正しい。医療保護入院が必要な精神障害者に家族等

がいないとき等においては，精神障害者の居住地の市

町村長が医療保護入院の同意を行う。また，家族等が

いないとき等における医療保護入院者の退院請求等の

権利者ともなる。医療保護入院の同意を市町村長が行

う際には，人権保護上の十分な配慮が必要であると定

められている。

（「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」）

５ 誤り。障害者総合支援法第８８条において市町村は，

基本方針に即して，市町村障害福祉計画を定めるもの

とされている。その計画に定める事項として第２項第

３号に地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事

項が定められているため努力義務ではなく義務事項で

ある。

問題 １６１ 正答 ２

１ 適切でない。精神保健福祉ボランティアは，神奈川

県で１９８４年（昭和５９年）に全国初の精神保健福祉ボラ

ンティア講座の開催を機に全国に広がった。講座内容

は精神障害者へ対する理解，コミュニケーション力向

上のためのロールプレイ，病院や事業所への見学等で

ある。講座修了者が各地でボランティア活動団体を立

ち上げ，精神科病院・精神保健福祉に関する事業所へ

の訪問や交流・支援活動，当事者の精神障害者活動の

支援を行っている。病院のプログラムで自らの体験を

語る当事者という役割ではないため，適切とはいえな

い。

（『新・精神保健福祉士養成講座⑥精神保健福祉に関する制度とサー
ビス（第６版）』中央法規出版，２０１８年，p．２６１）

２ 適切。ピアとは仲間，同輩，対等者を意味し，ピア

サポーターはピアサポートを行う者である。ピアサ

ポートとは，一般に同じ課題や環境を体験する人がそ

の体験からくる感情を共有することで，専門職による

支援では得難い安心感や自己肯定感を得られる。精神

障害者によるピアサポートの活動内容としては啓発活

動や，地域移行支援での退院に向けた相談・助言，院

外活動への同行支援，ピアサポートグループの運営，

訪問支援等が行われている。地域移行支援において病

棟プログラムだけでなく，様々な場面でピアサポー

４０



ターの役割は重要である。

（厚生労働省「社会保障審議会障害者部会（第７１回）資料「精神障害
者に対する支援について」」pp．９～１１，厚生労働省「精神障害者の地
域移行について「精神障害者地域移行・地域定着支援事業実施要綱」」
p．３（https : //www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/chiiki.
html））

３ 適切でない。AA（アルコホーリクス・アノニマス）

とは，アルコールを飲まないで生きていくことを続け

ていくため，自由意志と匿名性をもとに参加する当事

者による団体である。AAではミーティングで経験と

力と希望を分かち合い，回復するための１２ステップを

実行している。各地域で開催されるミーティングで

は，だれでも参加できるオープン・ミーティング，当

事者だけが参加できるクローズド・ミーティングがあ

る。地域移行のための支援としてはAAは適切とはい

えない。

（厚生労働省「第４回アルコール健康障害対策関係者会議資料「AA
の活動について」」，NPO法人AA日本ゼネラルサービス「アルコホー
リクス・アノニマス（AA）とは」（http : //aajapan.org/introduction/））

４ 適切でない。認知症サポーターとは，認知症に対す

る正しい知識と理解をもち，地域で認知症の人やその

家族に対してできる範囲で手助けを行い，認知症高齢

者等にやさしい地域づくりを担う者をいう。Ｈさんの

地域移行支援を担う支援者としては適切といえない。

（厚生労働省「認知症サポーター」（https : //www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000089508.html））

５ 適切でない。民生委員とは，厚生労働大臣から委嘱

された非常勤の地方公務員である。それぞれの地域に

おいて，常に住民の立場に立って相談や必要な援助を

行い，社会福祉の増進に努める者をいい，「児童委

員」を兼ねている。入院中のＨさんに対して，当事者

として退院体験等を語る役割は担えないため，適切で

ない。ただし，Ｈさんが退院後地域生活を開始した際

には，身近で相談できる支援者としては期待される。

（厚生労働省「民生委員・児童委員について」（https : //www.mhlw.
go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/minseii
in/index.html））

問題 １６２ 正答 ３

１ 適切でない。共同生活援助（グループホーム）は，

地域で自立した日常生活を営む上で，相談，入浴，排

泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とす

る障害者を対象としている。サービス内容としては，

主に夜間において上記の介護を行い，日常生活の相談

支援や日中活動や関係機関との連絡調整を行う。介護

サービスをグループホームで行う介護サービス包括型

と介護部分を外部の居宅介護事業所に委託する外部

サービス利用型，重度の障害者に対応した日中サービ

ス支援型がある。利用者のうち介護が必要なものは障

害支援区分の認定を行う必要があるが，介護は伴わな

い者には区分認定を行う必要はない。Ｈさんは一般の

アパートにて生活しており，共同生活援助には該当し

ない。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．１１７～１１８）

２ 適切でない。行動援護は，知的障害又は精神障害に

より，行動上著しい困難を有する障害者等であって常

時介護を有する者を対象としている。具体的には障害

支援区分３以上であって，障害支援区分の認定調査項

目のうち行動関連項目等１２項目の合計点数が１０点以上

ある者が対象である。サービス内容としては，行動す

る際に生じる危険を回避するために必要な援護，外出

時における移動中の介護，排泄・食事等の介護その他

の行動する際に必要な援助である。Ｈさんは退院後，

夜間や休日に相談したい旨でＵ事業を利用しているた

め，適切でない。

３ 適切。地域定着支援は，居宅において単身生活をし

ている精神障害者に対して，常時連絡が取れる体制を

確保し，障害特性に起因して生じた緊急事態について

相談支援を行う事業である。具体的支援としては，利

用者を取り巻く関係者等の連絡体制を確保し，居宅の

訪問，緊急時の相談や関係機関の連絡調整等を行う。

基本は１年であるが，利用者の状況により１年は更新

可能である。なお，グループホーム，宿泊型自立訓練

の入居者は対象外となる。Ｈさんは不調や不安になっ

た際に緊急の連絡や相談支援を希望したため，適切で

ある。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，pp．８８～９２，厚
生労働省 第８回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料「地
域生活支援（地域移行・地域定着支援）に係る報酬基準について」，
厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」（https : //
www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html））

４ 適切でない。居宅介護とは居宅において，入浴，排

泄及び食事等の介護，調理，洗濯及び掃除等の家事並

びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般に

わたる援助を行うサービスである。対象は障害支援区

分が区分１以上である者となっている。Ｈさんの希望

は緊急時の相談であるため適切でない。

（厚生労働省「障害福祉サービスについて」（https : //www.mhlw.go.
jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi _ kaigo / shougaishahukushi /
service/naiyou.html））

５ 適切でない。日常生活自立支援事業とは，認知症高

齢者，知的障害者，精神障害者等のうち判断能力が不

十分な人が地域において自立した生活が送れるよう，

利用者との契約に基づき，福祉サービスの利用援助等

精神障害者の生活支援システム

４１



を行うものである。実施主体は，都道府県・指定都市

社会福祉協議会であるが，窓口業務等は市町村の社会

福祉協議会等で実施する。サービス内容は，福祉サー

ビスの利用援助や日常生活での契約手続きに関するも

の，日常的金銭管理などである。Ｈさんは，夜間・休

日の緊急相談を希望しているため，適切でない。

（厚生労働省「日常生活自立支援事業」（https : //www.mhlw.go.jp/stf
/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki - fukusi -
yougo/index.html））

問題 １６３ 正答 １

１ 適切。地域活動支援センターは障害者総合支援法の

地域生活支援事業に位置づけられ，創作的活動，生産

活動の機会や地域社会との交流促進などが図られる施

設である。実施主体である市町村の創意工夫により柔

軟な運用や事業実施が可能となっている。Ｖ事業所で

は，自主製品作りや販売に合わせてレクリエーション

やピア活動が積極的に行われていることなどから，適

切である。

（厚生労働省「地域生活支援事業」（https : //www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite / bunya / hukushi _ kaigo / shougaishahukushi / chiiki /
index.html））

２ 適切でない。就労継続支援Ｂ型事業所とは，通常の

事業所において雇用が困難であり，雇用契約に基づく

就労が困難である者に対して，就労の機会の提供及び

生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練などを行う事業であ

る。具体的には，就労移行支援事業を利用したが雇用

に至らない場合，雇用されていたが，離職後も生産的

活動に参加を希望する場合，施設を退所後企業の雇用

が困難な場合に活用される。Ｊ精神保健福祉士は，Ｈ

さんは働くことに特化するよりも，食事作りのボラン

ティア体験やピア同士の支え合いがある事業所が適し

ているのではないかと考え，Ｖ事業所の情報提供をし

ている。このことからも，就労継続支援Ｂ型事業所は

適切とはいえない。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，p．２７５）

３ 適切でない。クラブハウスとは，１９４０年代のアメリ

カ・ニューヨークで始まった精神障害者の自助活動に

よる相互支援を基盤にした活動である。その特徴は，

デイプログラムと呼ばれるクラブハウス運営維持のた

めの「仕事」を，メンバーとスタッフが共に行うこと

にある。この「仕事」は参加者相互の協力のもと遂行

され，その「仕事」を行うことを通して自助という力

を育み，相互支援を行うことで失った自信や能力を回

復することを目標としており，授産活動の手当といっ

た金銭の報酬は得ることがない。Ｈさんにとってクラ

ブハウスは，自己効力感を得る通所先ともなろうが，

自主製品作りと販売を担っていることから，Ｖ事業所

としては適切でない。

４ 適切でない。就労移行支援事業所とは，生産活動等

を通じ，一般就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練等を提供する事業所である。利用者ごと

に標準期間（おおむね２４か月）内で利用期間を設定し

て作成した計画的なプログラムに基づき，事業所内や

企業の現場で職業準備訓練や職場定着のための支援を

しながら，就労に必要な知識や能力の向上や企業との

マッチングを図り，一般雇用や在宅就労へ結びつける

ものである。Ｈさんは仲間づくりや人の役に立つ活動

を希望しており，現在一般企業への就労は希望してい

ないため，適切でない。

（『精神障害者の生活支援システム』中央法規出版，p．１４１）

５ 適切でない。地域生活定着支援センターとは，刑ま

たは保護処分の執行のため矯正施設（刑務所，少年刑

務所，拘置所及び少年院）に収容されている高齢又は

障害者が釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要があ

るものの釈放後の行き場のない場合に，矯正施設収容

中から，矯正施設や保護観察所，既存の福祉関係者と

連携して，支援の対象となる人が釈放後から福祉サー

ビスを受けられるよう取り組む機関である。Ｈさんの

状況とはそぐわないため，Ｖ事業所としては適切でな

い。

（厚生労働省「矯正施設退所者の地域生活定着支援」（https : //www.
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/
kyouseishisetsu/index.html））

４２
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